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議事日程 

       第１ 諸般の報告 

       第２ 会議録署名議員の指名 

       第３ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（林  克君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２２名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（林  克君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員２２名全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付済みの議事日程どおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

でありますので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（林  克君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、第９番、本田章紘君、第１０番、

田中良隆を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（林  克君） 日程第３、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問通告書が提出されております。順次質問を許します。 

 それでは、通告第４号、第５番、奥村治男君。 
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○５番（奥村治男君） 皆さん、おはようございます。５番、奥村治男でございます。私

は、２問について質問をさせていただきたいと思います。 

 まず１問目につきましては、中学校における武道の必修化につきまして、質問をいたし

ます。 

 武道は、我が国固有の文化であり、子どもたちに我が国の文化や伝統を尊重する態度を

身に付けさせると共に、自分で自分を律し、相手を尊重する人間性を養う上で極めて有効

なものであります。 

 学習指導要領の改訂作業を進めている文部科学大臣の諮問機関であります中央教育審議

会では、中学校の体育の授業で武道を男女を問わず必修化する方針が決められました。早

ければ平成２３年度にも実施されることになります。昨年１２月に改正されました教育基

本法に盛り込まれた伝統文化の尊重を受けたもので、必修化によって武道が中学生により

身近なものになると考えます。 

 そこで、必修化にあたり、市内各中学校での武道を実施できる道場などの施設が整備さ

れているのかどうか、また、指導者が確保できるのかどうかについてお伺いしたいと思い

ます。 

 そして、武具や胴着の購入など、保護者に新たな経済的な負担を求めることになるのか、

その場合の金額と、経済的に困難な家庭に対する支援策の導入の意向についてお伺いした

いと思います。 

 次に、２点目は学校給食費滞納者への法的措置についてお伺いいたします。 

 学校給食費の負担につきましては、学校給食法第６条第２項の規定により、食材費等は

保護者の負担とすることと定められております。しかし、保護者の中には経済的に支払う

能力があるにも関わらず、支払おうとしない者もいて、そのモラルの低下が全国的にも問

題となっております。 

 当市におきましても、平成２０年５月末現在で１３９名の保護者が給食費を滞納してお

り、総額は３１３万円にも上ります。このような事態を放置しておくことは、市の財政面

だけでなく、まじめに給食費を支払っている保護者の公平性を保つことができません。 

 そして、何よりも大人社会の規範の低下を子どもに示していることにもなり、教育上か

らも看過できる問題ではありません。 

 そこで、まず現在滞納している１３９名の滞納の理由と期間がどのようになっているの

か。そして、当市の今までの対応についてお伺いしたいと思います。滞納対策として千葉
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県市川市では本年度から保護者に学校給食申込書を提出させるように仕組みが導入されま

した。 

 また、大阪市や奈良県橿原市、仙台市では、支払い能力があるのに６カ月以上滞納して

いる保護者に対しては、給与差し押さえなどの法的措置がとられており、草津市において

も既に平成１８年度から実施されております。 

 当市においても、支払い能力がある滞納者に対して法的措置をとり、訴訟手続による履

行を請求する必要があると考えますが、所見をお伺いいたします。 

 また、収納目標期限についてもあわせてお伺いします。 

 以上、２点についてよろしくお願いします。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） おはようございます。奥村議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の中学校における武道の必修化についてでございますが、各学校での武道

を実施できる道場などの施設につきましては、現在中学校３校のうち、野洲中学校には体

育館と別に柔剣道場が平成８年度に建設されております。 

 また、中主中学校では平成５年度に体育館が建設されまして、２階の一部が格技場とな

っておりまして、活用をしている状況でございます。 

 しかし、野洲北中学校につきましては体育館のみで、柔剣道場は整備されておりません。 

 次に、指導者の関係でございますが、現在、野洲中学校、中主中学校では柔道を取り入

れており、保健体育科の教師が指導をしております。野洲北中学校は、ダンス学習を選択

しておりますので、武道は取り入れておりません。３中学校とも体育の教師が武道を指導

することは可能ですが、今後は国や県の指導者講習会に積極的に参加をいたしまして、指

導者の資質を高めるよう努力したいと考えます。 

 次に、武具や胴着の購入など、保護者負担の関係でございますが、柔道着につきまして

は購入費は１万円程度でありますが、他の体育競技と同様に個人使用であることから、原

則的に個人負担となります。 

 また、剣道を指導する場合、武具につきましては学校備品として必要数を市で購入する

ことになります。 

 また、この柔道着の購入に関する経済的に困難な家庭の支援策についてでございますが、

既に要保護、準要保護の生徒に対する就学援助費の中に、体育実技用具の購入に対する支

援がございます。 
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 次に、２点目の学校給食滞納者への法的措置についてのご質問にお答えをいたします。 

 学校給食負担金の滞納につきましては、平成２０年５月末現在では幼稚園を含めまして、

滞納繰り越し分の未納額が平成１２年度から平成１９年度分で３１３万７７１円でありま

すが、その後、８月末までに１０万３，１００円の納入があったことから、現在では３０

２万７，６７１円の未納額となっております。 

 未納者の滞納理由につきましては、経済的理由や転出先の居所不明などが考えられます

が、具体的な理由は不明でございます。 

 また、滞納者に対する徴収対策の現状につきましては、現年度分は学校で督促や催告通

知をすると共に、電話や面談による納入指導を行っております。過年度分につきましては、

学校教育課で催促通知を行い、平成１９年度には４３万７，０００円の納付があったとこ

ろでございます。 

 次に、法的措置とその時期につきまして、現在内部で協議を行っております徴収マニュ

アルを早急に確定し、督促状の発送、 終催告等の手続を経た後、悪質滞納者と考えられ

るものに対しては年度内に簡易裁判所に支払い督促を申し立てる予定でございます。なお、

時効につきましては留意していきたいと考えております。 

 また、必要に応じて仮執行宣言の申し立てにより、強制執行の手続を進める計画でござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 奥村治男君。 

○５番（奥村治男君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、中学校の武道の研修について、２点について再質問をいたします。 

 １点目は、武道の必修化は礼儀作法の習得にも大変有効な手段であることは間違いあり

ませんが、それを指導できる人材をどうして育てるかが問題であります。新学習指導要領

実施時には、どの学校においても伝統や文化を大切にするという趣旨を踏まえた武道の授

業が実施できるよう、市内各小学校を指導していく必要があると思われますが、所見をお

伺いしたいと思います。 

 ２点目は、 近の保護者には社会人として人格を疑うような理不尽な行動が多くありま

す。子どもを教育する前に、親の再教育から始める必要もあろうと思われます。本市での

理不尽な親の要求の実態と、武道必修化への対応についてお伺いをしたいと思います。 

 次に、学校給食費滞納者への法的措置について、４点について再質問をいたします。 
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 まず１点目は、学校給食費滞納対策の手続の中で、学校側が実施すべきものと、教育委

員会が担当するものに分かれると思いますが、その手続の流れについてお伺いしたいと思

います。 

 ２点目は、これまで給食費を滞納したまま卒業した児童・生徒がいたと思われますが、

これまで滞納していた保護者に対しては、卒業年度始めに必ず納入の督促や催告を行い、

正当な理由なく納入されない場合は卒業証書等は学校長が預かるぐらいの強い態度で保護

者に事前通告しておくべきと考えますが、所見をお伺いしたいと思います。 

 次に、３点目につきましては、未納の転校生につきましては、給食費等の滞納分をすべ

て精算してもらった上で、学校長は転校証明書等は出すべきであります。食い逃げは許さ

れません。これまでどのように対応されてきたのか、また、今後の対応についてもあわせ

てお伺いしたいと思います。 

 ４点目、学校給食費滞納保護者１３９名の中で、支払い能力がありながらも正当な理由

もなく支払いに応じない悪質滞納者や、経済的に納付が困難な保護者、分割支払いが可能

な保護者等、滞納理由の分析調査はこれまで行われてきたのか、お伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 奥村議員の武道の必修化に関わります再質問にお答えをいたし

ます。 

 議員ご指摘のとおり、体育の授業での武道の必修化につきましては、指導者の育成、そ

れから指導技術の向上というのは大変重要であるというふうに考えております。 

 同時に、武道の精神の根底に流れる相手を尊重する、あるいは文武両道とか、あるいは

心技一体などについても指導者として身に付けておくべき資質であると考えます。教育委

員会としましても、指導者講習会等の機会を通じ、こうした両面を兼ね備えた指導者の育

成を図っていきたい、このように考えております。 

 それから、再質問の２つめであったと思うんですが、本市の理不尽な親の要求の実態と

か、それと結び付けて武道必修化への対応についてのご質問だったと思います。 

 本市においての理不尽な親の要求実態につきましては、現在のところ、学校からは聞い

ておりませんけれども、過去におきましては私も聞いたことがございまして、皆無ではご

ざいません。将来、親となる子どもたちが武道の授業を通じまして相手を思いやる心や、

あるいは伝統的な礼儀作法、こういうようなものを身に付けることによりまして、豊かな
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情操や道徳心を持った大人として育ってくれるものと考えております。 

 あと、給食費に関する再質問につきましては、部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） おはようございます。それでは私の方から学校給食負担金に

係ります奥村議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 ４点ご質問がございました。まず、１点目の学校と教育委員会事務局との役割分担的な

ご質問があったと思いますけども、先ほど教育長の方から答弁申し上げましたように、基

本的に現年度分の未納につきましてと、過年度分に分けまして、当学校教育課の方で分担

して徴収をいたしております。 

 学校では現年度分につきましては、未納が発生した場合にはまず電話で催促します。そ

れから、それでも納めていただけない方につきましては文書によって催告を行っておりま

す。 

 また、過年度分が未納となっている方につきましても、学校にいる在籍者につきまして

は現年度分とあわせまして納付指導を行っております。 

 それと、学校教育課の方では過年度分につきまして催告書の発送とか、分納、分割でご

ざいますけども、分納の誓約の取り付けなどの納付指導を行っているところでございます。 

 それから、２点目の卒業時の徴収の関係でございますけども、卒業しました年度の初め

におきましては、催告とか面談等を実施しております。できるだけ滞納とならないように、

学校ではこのように努力をしていただいております。 

 それと、質問の中にございました、卒業証書の関係でございますけども、こちらの方は

学校教育法の施行規則の方で授与しなければならないということが定まっておりますので、

強行措置はちょっと不可能ではないかなというふうに考えております。 

 それから３点目に、転校生の関係で転出証明云々のご質問がございました。転校生に対

しますこれまでの対応につきましては、給食費未納の転校生の保護者に対しまして、学校

を通じまして転校時に納付指導を行っております。 

 ところが、それでも納付していただけない場合には、転出先の方に催告書を発送してお

ります。なお、転出証明とおっしゃいましたけども、在学証明書になると思いますけども、

在学証明書をたてにしまして給食負担金を強制的に徴収するというのは不可能であるとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、今後の対応につきましては、今までと同様に納付指導を行った上で、転校時にで
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きるだけ分納誓約、分割でございますけども、分納誓約を取り付けられるように学校と調

整してまいりたいというふうに考えております。 

 後に４点目に、悪質滞納者とか、支払い能力の関係の滞納理由の調査でございますけ

ども、滞納者の支払い能力の把握につきましては、その方の所得調査を行うのが も近道

であると考えております。しかし、過日担当部局と内部協議いたしましたけれども、個人

情報の保護の関係から、どうしても所得調査はできないという見解に達しました。したが

いまして、調査は現在行っておりません。それで、滞納理由につきましても具体的な分析

はできておらないというのが現状でございます。 

 今後は、比較的家庭事情がわかっております学校との連携を深めながら、支払い能力等

を把握していきたいなというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 奥山治男君。 

○５番（奥村治男君） それでは、再々質問をさせていただきます。 

 まず、中学校での武道の必修化の再々質問、１点お伺いしたいと思います。 

 武道の中でも柔道の指導者については、国や県が実施されます学校武道実技指導者講習

会では短時間の講習でありますので、実技が十分マスターできるものではないと思われま

す。体育教師の指導の向上のためには、学校を中心とした地域全体で協力、まち道場との

連携や、保護者を巻き込んだ活動など、地域と連携して武道の振興を図る必要が考えられ

ます。つきましては、野洲柔道協会や野洲柔道スポーツ少年団がありますが、こういった

ところの有段者の指導を仰ぐこともぜひ必要かと考えますが、所見をお伺いしたいと思い

ます。 

 次に、学校給食費の滞納者への再々質問でございますが、３点にわたり質問をさせてい

ただきます。 

 まず１番目は、給食費滞納者１３９名中市外への転出者はこれまで何名いるのか、お伺

いしたいと思います。 

 また、教育委員会では転出先の自治体の協力を得て、転出先の追跡調査を徹底して行い、

未納分は徴収すべきであると考えます。食い逃げは許されません。大阪市や奈良県橿原市

は追跡調査の実施によりまして、未納分の徴収に成果を上げられています。当市のこれま

での取り組み、及び今後の実施計画について伺いたいと思います。 

 ２番目は、学校給食費滞納者の年度別内訳を見ますと、１２年度は１名、１３年度は６
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名、１４年度は１０名、１５年度は１３名、１６年度は２６名、１７年度は１５名、１８

年度は２５名、１９年度は４３名、合計１３９名となっておりますが、１７年度は前年度

より減少したものの、他の年度は毎年増加しております。特に１９年度は４３名と、これ

までになく多い滞納者となっております。考えられる増加要因は何か。また、過年度の未

納分については、これまで学校側に任せて教育委員会では積極的な徴収は行われていなか

ったように見受けられますが、大変厳しい財政状況下にあるにも関わらず、平成１２年度、

過年度分も含めまして、なぜここまで放置されてきたのかお伺いをしたいと思います。 

 ３点目につきましては、子どもの食べた給食費を親が支払わないとは言語道断であり、

親の規範意識の欠如、モラルの低下も甚だしく、嘆かわしい限りであります。これまで学

校や教育委員会では保護者に対し、給食費は学校給食法第６条２項の規定により給食費は

保護者の負担が義務づけられていることは周知して、給食費の納入に対する啓発をこれま

でされてきたのか、伺いたいと思います。 

 また、保護者は法律で義務づけられていること自体、認識されていなかったのではない

かと思われます。もし、これまで法律での義務づけについて知らされていなかったのなら

ば、この際しっかり啓発すべきと考えますが、所見をお伺いし、私の質問を終わります。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 私の方からは、柔道の必修化に関わります再々質問にお答えを

いたします。 

 議員のご指摘のとおり、武道の授業を実施をしていく上で指導者の指導力、あるいは技

術力の向上というのは大変大事なものである、このように思っております。そのためには

地域の人材資源や社会人を活用していくということは大変有効であろうというふうに思い

ます。地域ぐるみの学校づくりの視点からも、大変大事なことであろうというふうに思い

ます。ご協力いただけるかどうかも含めまして、今後調整をしてまいりたいと、このよう

に考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） 学校給食費負担金に関するご質問にお答えいたします。 

 まず１点目に、転出先の追跡調査のご質問がございました。まず人数でございますけど、

市外への転出者につきましては、小中学校合わせまして現在のところ１５人でございます。 

 それと、大阪市等の例を挙げられましたけども、大阪市等が実施しておられます転出先



 －132－

の追跡調査でございますけども、合併後は実際には実施をしておりません。しかし、今後

の取り組みといたしましては、実施計画をということでございますけども、先ほどお答え

いたしましたように、まずは転出時に納付指導を行いまして、可能な限り分納誓約を取り

付けまして、未納が解消されない場合には法的に必要な手続を行いまして、追跡調査を実

施したいというふうに考えております。 

 それから２点目の中に２つあったと思いますけど、１つは平成１９年度の滞納者の増加

の要因がございました。平成１９年度の未納者が増加いたしましたのは、平成１９年、昨

年の９月から野洲中と北中の方で学校給食が始まっています。このことによります増加が

も大きな要因であるというふうに思っております。ちなみに、野洲中の方では１５人で

２０万５，０００円、北中の方では９人で１５万１，０００円の未納が新たに発生をいた

しております。 

 また、過年度分の徴収に関しましては、合併後、平成１８年度までは学校で徴収するこ

とになっておりましたので、徴収体制が若干不十分であったと考えられまして、反省すべ

き点があるというふうに思っております。 

 しかし、平成１９年度、昨年度からは学校教育課の方で卒業生の過年度分を徴収するこ

とになりまして、先ほど教育長の答弁にもございましたように、４３万７，０００円の徴

収ができました。これは一定の成果があったというふうに考えております。今後は学校の

方と連携を深めながら、教育委員会と学校の分担を明確にしますと共に、督促の際に納付

書が今まで入っておりませんでしたので、納付書を同時に送付するなどの未納者の納入手

続にも検討を加えながら未納分の徴収に努力していきたいというふうに考えております。 

 それから、 後に法的義務を保護者に啓発周知すべきという質問がございました。保護

者の方に対しましては、入学時に給食費について法律で義務づけられているということを

お知らせしておるんですけども、学校から送っております催告の文書にはその旨が明記さ

れておりません。それが現状でございます。反省すべき点であると思います。 

 今後は、現在策定中の徴収マニュアルにそのことを明記しておりますので、督促の通知

書とか催告の通知書にも法律の義務づけについてしっかりと明記して、納付を促していく

計画でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 次に、通告第５号、第４番、内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） ４番、内田聡史です。私は、来月開催されますスポーツレクリエ
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ーション大会、スポレク祭について質問をさせていただきます。 

 来月、１０月１８日開会、２１日までの４日間、第２１回全国スポーツレクリエーショ

ン祭、スポレク滋賀２００８が滋賀県全域において開催されます。この祭典の趣旨は、広

く国民にスポーツ、レクリエーション活動を全国的な規模で実践する場を提供することに

より、国民一人ひとりのスポーツレクリエーション活動への参加意識を喚起し、国民の生

涯を通じたスポーツ、レクリエーション活動の振興に資することを目的ということであり

ます。 

 その歴史は、昭和６３年に山梨県で第１回全国スポレク祭が行われ、今回までに２０回

の大会を重ねてこられました。この祭典は、子どもから高齢者まで誰もが気軽に参加でき、

それぞれの体力や年齢、目的に合わせてスポーツやレクリエーション活動に親しみ、これ

をきっかけに継続して生活の中にスポーツや運動を取り入れることを目的としております。

種目も、第１回開催時には１５種目程度であったものが、現在では２４種目で、参加人数

も 大で２万２，０００人を超える大規模な祭典でもあります。今日までにこの開催に向

け、県をはじめ、市や関係団体が準備を進めていただいているところでもあります。開催

５００日前イベント、開催１年前イベント、開催１５０日前イベント等行ったように聞い

ております。 

 また、広報的なイベントとして琵琶湖１周スポレク健康ウォーキング、琵琶湖１周サイ

クリング事業も展開し、あわせて県外で行われている大きなスポーツ大会等でも観光キャ

ンペーンと共に認知度向上に努力しておられます。本市においても、駅や市役所等を中心

にスポレク祭ののぼり旗が掲げられ、ポスターを見受けられたりもしますし、本市の８月

１５日号の広報でも開催される旨が掲載されておりました。 

 この祭典の開会式、そして都道府県代表参加種目であるグラウンドゴルフが希望が丘で

開催されます。県の実行委員会の資料を見ますと、開会式に約２万人の方の来場を見込ん

でいるようですが、県外から来られる方にとって一番この希望が丘への交通アクセスのよ

い、本市の受け入れ体制は万全であるのか、また、野洲市実行委員会としてこの祭典にこ

れまでどのように取り組まれてきているのかを伺います。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） 内田議員のスポレク祭につきましてのご質問にお答えいたし

ます。 

 第２１回全国スポーツレクリエーション祭、スポレク滋賀２００８の受け入れ体制につ
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きましては、全国各地から多数の参加が見込まれており、県主催の１０月１８日の総合開

会式、１９日の各種イベントに選手、観客約２万人が市主催の１９日、及び２０日のグラ

ウンドゴルフ大会には全国から約５００名の選手が参加する予定でございます。その中で、

ＪＲで来場されます場合には野洲駅が大会会場の希望が丘文化公園アクセス駅となり、駅

から会場までは市役所本庁舎を発着場所としてシャトルバス２５台を運行して来訪者を輸

送する計画でございます。 

 この駅から市役所までの間を歓迎重点区間としまして、県実行委員会と協力して迎え入

れの準備を進めております。その内容といたしましては、歓迎用の看板や歓迎のぼり旗の

設置、また歩道へのプランターの設置を予定しております。なお、車で参加される場合は

竜王町内の工場建設予定地を県が借用しまして、パーク・アンド・ライド方式で会場まで

の間、シャトルバスの運行を計画されております。 

 また、グラウンドゴルフ大会の開催に係る野洲市実行委員会の取り組み状況であります

が、同実行委員会は市体育協会、商工会、消防、警察、ＪＲ、県グラウンドゴルフ協会な

どの関係組織に参画いただき組織しております。詳細な内容を協議するために３部会、総

務企画、協議運営、広報観光専門部会を設置しまして、協議プログラムや協議方法、先ほ

どの駅前での歓迎方法などを協議していただいております。 

 以上、内田議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） それでは再質問をさせていただきます。 

 先ほどの答弁で、いろいろなところと協力してやっていただいているということなんで

すけれど、観光物産協会との連携なんですけれど、開会式に２万人、グラウンドゴルフに

全国から５００人の方が来られるということです。そして、県のスポレク祭の資料を見て

みますと、１０月の１８日の開会日から１９日までにいろんなシンポジウムや特別行事を

やられるということで、この期間に約４万人の方が来られるというふうに見込んでおられ

ます。本市といたしましても、この人たちを少しでも長く市内に滞在していただけないか

ということを考えなければならないと思います。 

 一度来ていただいたので、また野洲市に、この地に来ようかなというリピーターをふや

す努力をしなければならないと思います。まずその中で野洲市のホームページ、これにス

ポレク祭の関係のバナーを張り付けることができないんでしょうか。交通アクセス、市内

の観光マップ、競技に参加される方が練習を行えるような運動施設等の紹介を含めたペー
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ジの作成、これは今既存のやつを集めるだけで、新しいものをつくるというのではなく、

今のを張り付けるだけでできると思いますので、すぐできると思うんですけれども、ちな

みに市のホームページを見せていただきますと、きのうも、おとといも、けさも確認した

んですけれども、交通アクセスのページ、これアクセスできません。ページが表示できな

くなっておりますので、一度ご確認いただきたいと思います。 

 そして、都道府県代表メンバーが来られますので、例えば北海道から九州からわざわざ

飛行機や電車を使ってこの野洲市に来ていただきます。試合が終わってすぐに帰られると

いうことはないと思います。滋賀県に来たついでに琵琶湖を見ていこうとか、どこか近く

にいいところはないかなということを考えられると思うんですけども、そしてまた、遠く

から来ていただける方以外にも、県内や近隣県から来られる方に対して、野洲ってこんな

ところなんや、いいところもあるんやなということで、また来ようというような思いを持

ってもらえるようなアピールが必要でないかと考えるわけであります。これは祭典なんで

すけれど、遠くへ行くときはやっぱり試合だけじゃなく、すべての日程を立てると思うん

です。その中で野洲市の観光を調べようと思うとやはりホームページ、もしくは市販され

ております雑誌等を見ると思うんですけど、その雑誌も野洲市のことが載っているところ

はわずか１ページもないと思うんです。やはり情報を集めるなら市のホームページ、そこ

に観光の案内などを載せるのがいいと思うのであります。 

 その中の１つで、できればこのスポーツレクリエーション祭の受付でいろんなものを渡

されると思うんです、大会パンフレットやら何やらを渡されると思うんですけど、そのパ

ンフレットの中に野洲市の観光のガイドマップを入れさせてもらえないのでありましょう

か。野洲市だけこのようなことはできないとは思いますが、そのあたりも県の方と協議し

ていただきたいわけなんですけれども、 悪でも本市が主催するグラウンドゴルフ大会の

受付で配られるプログラムの中には、そういった資料をぜひ入れていただきたいと思うわ

けなんです。 

 さらに、このグラウンドゴルフの大会が希望が丘で行われるということで、その近場に

ある本市の銅鐸博物館、この招待券や割引券を差し上げたりするのも、歓迎の意味として

よいのではないかと思われます。 

 また、本市が主催するグラウンドゴルフに出場いただく団体はもう既にわかっていると

思いますし、その代表者さんの住所等も把握できていると思いますので、事前に歓迎メッ

セージなどを添えた観光案内、銅鐸博物館などの招待券、優待券などを送っておけば、滋
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賀県に来た際の、この野洲に来た際の観光ルートの１つに組み込んでいただけると思いま

す。 

 私自身、スポレク祭には出たことはないんですけれど、平成３年にインターハイの方へ

出場させていただいた折に、平成３年ですから１７年前なんですけど、ちょっと持ってこ

させていただいたんですけれど、静岡県の御殿場市で開催されたときに、この御殿場の資

料が幾つもあって、静岡の案内、地図とか観光、この全国高等学校総合体育大会メモリア

ルガイドブックというのももらったんですけど、これ３００ページあるんですが、ほとん

ど観光のページなんです。このメモリアルガイドブックって観光のあれだけで、ほとんど

高校総体の方には触れられていないんですけども、こういったものもありますので、この

ようなものをお渡しできるのかどうか、県がそういうのを用意しているのかどうか、ちょ

っとお伺いしたいわけなんですけれども。 

 そして、駅前にのぼり旗や看板、プランターを置くということで、歓迎ムードを高めよ

うということもわかりますが、観光案内や施設案内として利便性を高めていくことによっ

て、少しでも長くこの本市に滞在していただければ、その副産物として市内で食事もして

いただける、物も売れる、たばこを買っていただければ税収も入る、施設を使っていただ

ければその使用料もいただけるなどの経済波及効果とまでは言いませんが、何らかの効果

があると思います。財政厳しい折ゆえに積極的な観光アピールができないか、今だからこ

そこれほど大きくて人の集まるチャンスを逃してはならないと考えておりますが、見解を

お伺いいたします。 

 そして２点目なんですが、このスポレク祭、今あちこちで旗やポスターなどを拝見して

おりますが、今いち市民の方へのアピールが不足していると感じられます。スポレク祭と

いう大会があるのはわかるけど、何の大会やねんという声をよく聞くわけなんですけれど

も、先月の１５日号の広報にスポーツレクリエーション大会、これパソコンから取ったや

つなんですけど、市民の方にスポーツレクリエーション大会がやられるということで周知

されておりますが、聞くところによりますと、開会式の車での希望が丘への来場はできな

いということになっておりますけど、この広報を見ますと、誰でも気軽に生涯スポーツの

一大イベントにぜひお越し下さいと書いてあります。希望が丘に行かれる方で車を利用さ

れずに行かれるという方は、なかなかおられないと思います。そうであれば、この広報に

公共交通を利用下さいとか、こちらからシャトルバスが出ていますので、それを利用して

参加下さいとか、そのような対応ができていないのが気になるところなのでありますが、
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これ、大会までに１０月１５日号でもう一度このスポレク祭に関して広報で告知されるの

かどうか、それもお伺いしたいです。 

 また、その中でこのスポレク祭に関しては都道府県代表種目の他にフリー種目というの

があると聞いております。これは誰でも気軽に参加できるというように聞いておりますが、

野洲市でグラウンドゴルフがあるんで、それを見に来て下さい。また、開会式、いろんな

ことをやりますんで聞いて下さいということのアピールも大事だとは思いますが、このフ

リー種目があるということ、これをもっとアピールしていかないといけないと思いますが、

そのあたり、すべて含めまして見解をお伺いいたします。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） それでは、再質問にお答えをいたしたいと思います。 

 質問がたくさんございまして、ちょっと漏れあるかもわかりませんけども、ご容赦いた

だきたいと思います。 

 まず、観光物産協会との連携でございますけども、観光物産協会の方は県が主催します

主会場の希望が丘文化公園での「食べてよしコーナー」、当コーナーの方は「見てよし広場」

と「食べてよし広場」と「やってよし広場」、３つございますけども、そのうちの「食べて

よし広場」の方に１８、１９日の両日、２日間出展をされまして、市内の観光地のＰＲと

か物品販売等をされる予定でございます。店舗数は野洲市内からは５店、５ブース出られ

るようでございます。こういった意味で観光物産協会の方はかなり積極的に参画の意欲を

出していただいております。 

 それと、市主催のグラウンドゴルフ大会でも「おもてなしコーナー」に出展されまして、

参加選手に豚汁等を振る舞っていただきまして、あわせて先ほど申し上げました市内の観

光地のＰＲ、あるいは物品販売をしていただくというふうな計画をされてございます。 

 それから２点目に、野洲市のホームページの方でのＰＲの関係のご質問があったと思い

ます。現在県のホームページの方では当然のことながらＰＲをされておりますけども、市

の方でも開催５０日前となっておりますので、早速ホームページの、恐らくトピックスの

方になると思いますけども、そこでＰＲの準備をいたしているところでございます。 

 それから３点目に、観光ガイドブック、観光パンフを受付の方で配布すべきというご意

見だったと思います。希望が丘文化公園の「見てよしコーナー」の方で、観光地のＰＲや

各種パンフレットの提供を予定しております。 

 それと、受付の方でもグラウンドゴルフ大会の参加者には参加プログラムの方に観光パ
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ンフレットを同封する予定でございます。 

 次に４点目になると思いますが、事前に参加者などに市の観光パンフレットを送付すべ

きというご意見だったと思います。全国から来られます参加者の方は県が手配しておりま

すバスで会場と宿泊先を移動される計画でございまして、残念ながら期間中に市内観光と

か、割引券を活用して市の施設に来られるとか、そういう機会がないのではないかなとい

うふうに考えております。事前に配付ということでございますけども、少し困難であると

思われますので、受付の方では必ず配付をさせていただきたいと思っております。 

 それから、ガイドブックの関係をお示しいただいていたと思いますけども、こちらの方

は私どもの方もちょっと熟知しておりませんで、ちょっと答弁はできないという状況でご

ざいます。 

 それから５点目になりますけども、市民が希望が丘に行かれる交通手段の周知の関係で

ございますけれども、確かにおっしゃいましたように１８日の初日は希望が丘文化公園の

駐車場は一般の方が入れなないという状況になります。１９日からは通行できるんですけ

ども、そういう状況でございます。開会式そのものは県の事業となっておるんですけども、

県の方でスポレクＰＲ用の新聞折り込み広告を大会、多分１週間前ぐらいになると思いま

すけども、発行される予定でございまして、その中で交通アクセスの説明が行われるとい

うふうに聞いております。 

 後に６点目になると思いますけども、フリー種目のＰＲでございますけども、フリー

種目は６種目ございます。太極拳以下５種目で６種目でございますけども、こちらの方に

つきましてはＰＲをということでございますけども、少しその辺できておらない状況でご

ざいます。ただ、会場の方が大津とか草津とか高島市、竜王、木之本町、そちらの方にな

ってございますので、野洲市の方でＰＲ云々の話は現在のところ考えておりませんので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。答弁漏れがあるかもわかりませんけども、よろ

しくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 内田聡史君。 

○４番（内田聡史君） それでは、再々質問をさせていただきます。 

 先日、我々の会派で観光ホスピタリティ事業、ホスピタリティというのはおもてなしの

心ということで視察研修してまいりまして、そして、きのうの夕方にも市役所の前の喫茶

店の方のオーナーさんとしゃべりましたときに、 近日本人の心に欠けているホスピタリ
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ティという気持ちを、もっともっと持っていかなくてはならないということを聞かせてい

ただきました。２万人以上の方が来られる大きな祭典、しっかりとこのホスピタリティと

いうことを考えて、またこれは一朝一夕にできるものではありませんが、しっかりとおも

てなしをしていただきたいと思います。 

 また、そういう受けていただいた方が、ふるさと納税をしようかなというような気持ち

になる方もおられるような大会になるように努力していただきたいと思います。 

 そして、本市でスポレク祭が行われるということは大変喜ばしいことであります。祭典

を通じまして市民の方々のスポーツレクリエーションに対する認識と興味を引き出してい

ただき、グラウンドゴルフの他にラージボール卓球、ターゲットパターゴルフ、フライン

グディスク、インディアガなど、こういった今まで余りなじみのない競技などが行われま

すので、このようなニュースポーツの普及啓発を進めることが野洲市総合計画の中にある

施策の指標であるスポーツに取り組む市民の割合、スポーツの支援が充実したまちである

と思う市民の割合を高めるきっかけになるのではないかと考えております。この祭典を１

つの行事として終わらせるのではなく、本市のこれからの施策とリンクさせることが重要

であると考えますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） 内田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 スポレクではグラウンドゴルフをはじめとしまして、いろいろなレクリエーション競技

も開催されます。また、１８日のニュースポーツの体験コーナーでは、各種の競技を体験

できる２３ブースのコーナーが設置されます。これらを通じまして市民のスポーツレクリ

エーションに対する関心の深まりを期待しているところでございます。今後は、こうした

気軽に楽しめるスポーツの普及を目指しまして、１１月にはストックウオークイベントの

開催を計画しております。１１月２３日になろうかと思いますけども。 

 また本市の方では既に体育指導委員を中心にしまして、お年寄りとか子どもたちにニュ

ースポーツの普及活動を行っております。例えば、シートウォーキングだとか、スリータ

ッチボールとか、パスパスドッヂ、そういったものがございますけども、このスポレク祭

で紹介されますニュースポーツも今後は積極的に取り入れながら市民への普及を図ってま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁させていただきます。 

○議長（林  克君） 次に、通告第６号、第８番、西本俊吉君。 
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○８番（西本俊吉君） ８番、西本俊吉でございます。今回、私は道路整備に関する案件

に関して１点、そして、今子育て支援がやかましく言われておりますが、その関係に関し

ての１点、この大きく分けて２つに分けて質問をさせていただきます。 

 市道の野洲川右岸線につきましては、今年度も比江地先で大きな工事をやっており、あ

と残すところは県道小島野洲線との取り付けに至るまでの、機械的に言いますとわずかな

部分のみという状態になってきております。 

 今回、私がお尋ね申し上げますのは野洲川右岸の国道４７７号線から下流域の方向、湖

岸道路へ向けて至る、この間の未整備となっている部分について、現在この用地を確保さ

れてから相当年数がたっているように思うんですけれども、特に下堤地先等におきまして

は民家と接しており、その道路面が比較的宅地面よりも高いということもあり、要は、北

風が吹いたり、またそこを車が通ったりしますと砂じん、または泥水が直接その各ご家庭

の窓に飛び散るというような状態があります。そういうことで、地元の方々とされまして

は一刻も早い道路の完成を望まれております。このことについての今後の工事の着手予定

についてお尋ねいたします。 

 ２点目には、この旧河川敷の湖岸緑地公園の整備について、いわゆる地産地消をやられ

ているドリームファームの北側が公園として整備されていますものの、その下流域大部分

がまだ手つかずであり、過去にこの河川敷内の放水路等を利用しながら、旧中主町時代に

設けられたビオトープも荒れ放題となっております。現在は湖国風景公園として整備がな

される予定であるということはお聞きいたしておりますが、現在の工事の進捗状況、並び

に今後の整備計画等についてあわせてお尋ねしたいと思います。 

 次に、保育園に関する問題です。 

 子育て支援事業としては市内に公立、民間合わせて現在９保育園が、定員からいきます

と７８０名、昨年の実績はそれに対して８１９人、非常に多くの子どもさんを受け入れ、

お世話されている、これは本当に行政として頑張っておられるなという認識を持っていま

す。 

 しかしながらこの４月、特に入所希望者が集中する１歳児、２歳児等においては希望さ

れる方の半分程度しかお預かりできないという、これもまたニーズとの間においては相当

格差があります。何とかこの辺の部分について少しでも早く市民の預かってほしいという

気持ちが生かせられるような行政、そのために今後どのように保育関係について取り組み

をなされるか、この点についてお尋ねしたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（林  克君） 都市建設部次長。 

○都市建設部次長（高田一巳君） 西本議員の、野洲川右岸の国道４７７号から湖岸道路

に至る間の道路整備と、湖岸緑地公園の整備予定につきましてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず第１点目の、野洲川右岸の国道４７７号から湖岸道路に至る間の道路整備について

でありますが、平成６年度から平成８年度にかけまして、県営ふるさと農道緊急整備事業

にて歩道と植栽、及びフェンスが約１．３キロメートルの区間におきまして整備されたも

のであります。なお、車道部につきましては現在未舗装の道路となっております。この車

道部の整備につきましては、旧中主町のころから県道菖蒲線の振り替え事業として県の方

に要望活動をしてきたところでございます。 

 さらに、合併後におきましても市道野洲川右岸線と共に本市を南北に縦断する幹線とし

て、また、琵琶湖岸と国道８号を結ぶ広域的な重要幹線道路として位置づけ、引き続き県

道菖蒲線の振り替え事業として滋賀県に対し、１日も早い事業化に向け要望活動を展開し

ているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、第２点目の湖岸緑地吉川地区の今後の整備計画についてお答えさせていただきま

す。 

 吉川地区の公園整備につきましては、全体計画面積２０ヘクタールのうち１５ヘクター

ルの事業認可をいただき、平成１３年度から平成２３年度を目途に年次的に整備を進めて

いただいているところでございます。この１５ヘクタールのうち５．５ヘクタールにつき

ましては、平成１９年度末に供用開始を行っていただいたところでございます。残りの区

域の整備につきましては、平成２３年度末に供用開始できるよう、計画的に整備を進めて

いただく予定でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） それでは、西本議員の乳幼児保育の受け入れの充実

についてのお答えを申し上げたいと思います。 

 近年、保護者の就労状況、また就労形態の多様化、核家族化の進行など、子どもを取り

巻く環境が大きく変化をしております。家庭や地域における子育て機能の低下、育児に対

する不安感、また負担感の増などで、保育のニーズには多様化しております。 
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 こうした中、本市におきましては毎年増加する保育ニーズに応え、待機児童を出すこと

がないよう保育運営に努めているところでございます。特に、低年齢児の入所希望が多く

なっていることや、認可外保育所の認可移行を促進するため支援を行ったところ、今年４

月に認可保育所が１園開園をしたところでございます。現在ではこの１園を加えまして、

公立保育所５園、民間保育所５園、合わせて１０園となって、定員も８３５名となったも

のでございます。 

 また、公立保育所の施設改修や、臨時職員をふやしながら低年齢児の受け入れを行って

いるところであり、公私立とも施設の設備や職員数を考慮し、４月入所での定員も 大１

１５までの範囲でふやしながら決定をしているものでございます。 

 今年度４月入園状況でございますけれども、１日時点で入所申し込み数が８６０名、こ

れは継続の児童も含んでいるんですが、それに対しまして入園児数が８２７名で待機児童

数としては３３名となったものでございます。 

 なお、入所申し込みの中で、１歳児の待機状況についてご説明を申し上げますと、入所

申し込み数としては全体で２３１名でございまして、継続児が１４０名、残りは新規の申

し込み児童数が９１名となったもので、この９１名のうちの７９名が入所し、１２名が待

機となったものでございますが、その後、５名につきましては現在入所しておるところで

ございます。 

 なお、待機となられた方３３名の理由としましては、これから就労先を確保されるとい

う方、また就労されておられても家庭内で保育が一時的に可能な方や、どうしても第１希

望の保育所に入所したいという方々で待機となったものでございます。４月以降も随時入

所申し込みを受け付けておりまして、園との調整を図りながら、この８月までに３６名の

入所決定を行ったものでございます。 

 今後も弾力的な運用を図る中で、受け入れていけるように努力してまいりたいと考えて

おりますのでよろしくお願い申し上げまして、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 西本俊吉君。 

○８番（西本俊吉君） 再質問をさせていただきます。 

 ただいまのご答弁で、第１点目の県道につきましては、県道菖蒲線の振り替え事業とし

て整備していただくよう県に要望しているというお答えでした。では、その要望を受けて

県はどのように整備をしていくのか、具体的に整備に対する認識、それらについて県の取

り組みや、もしおわかりでしたらお示しいただけたらと思います。 
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 それから、第２点目の湖岸緑地の整備内容についてでございますが、事業認可全体で１

５ヘクタール余りと聞いております。今現在、５ヘクタールが供用開始されたとのお答え

ですが、未整備区域が多く、あと１０ヘクタール余りを残して平成２３年度中に整備完了

できるのか、ちょっと私としては無理があるんじゃないかと思います。もう少し詳しく未

整備区域の手法なりいろんなものについて計画を教えていただきたいという気持ちで発言

しております。 

 さらに、保育園の問題であります。今おっしゃったように、もともとの可能な定数を一

定方向ふやしながら対応されているということも、動きとしては私は感じておりますしか

し、根本的に就労したいために預かってもらう、それもできない。現状としてはもう目い

っぱいの状態であります。 

 特に問題なのは、１歳児で入れて、その子は２歳児におおむね自動的にと言うと何です

が、更新をするんですけども、原則的にはお預かりできると。じゃ、今労働基準法等で、

いわゆる育児休暇の法整備がなされて３年間まで延長されようという動きがあります。そ

ういう中でもう一年子どもを自分で何とか母親が育児しながら、２歳ぐらいにいったらち

ょっと集団に入れて大丈夫かなというような感覚から２歳児の時点で申し込まれた、その

ときには１歳児からの持ち上がりというんですか、その方が圧倒的におられるので、なか

なかその枠があかないというような状況で、今年も実際そういうような状況で２歳児はな

かなか入るのが厳しいというように聞きました。その辺で、できれば過去にも市長、私の

質問に対してお答えいただいたんですけれども、いわゆる公設ではもう限界というんです

か、やっぱり無理だから、民間の活力を導入しながら保育行政の充実を図っていく、そう

いう方向でのご答弁をいただいております。とするならば、今、いずれにせよこうして待

機児童が現にある現在、平成２１年度に向けてもう少し、やはりゆとりのある保育園、そ

ういうものを目指し、希望される方についてはおおむね受けられるという状況をつくって

いただくのが行政としての仕事じゃないかと思います。私は、このものはある意味ではふ

やせばまたふえてくるという、イタチごっこ的なもののようにお感じになっているかもわ

かりませんけども、一人ひとりの保護者からすればそれぞれの事情、社会問題、または生

活の変化、いろんなことによって起こってくるわけですから、児童福祉の面から見まして

も、この保育行政というのは一刻たりともおろそかにしてはならない部分であるかと思い

ます。そういう意味で２１年度に向けて、何とか今からでもどこかにもう少し預かれるよ

うな方法がないか、早急に取り組んでいただきたい。市長はこの議会をもって１０月任期
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で退任されますが、できることなら私の気持ちとしては、せめてその方向、今日まで福祉

を大事にしてこられた市長として、さらに職員にたいしてはっぱをかけていただき、もう

ちょっと何かそういう方法がないか全力で探せと、そういうような方向でのご指示をいた

だき、その方向性を何とかつくっていただきたい、そういう思いで私は、やはりこれから

の市の大きな財産となるべき子どもの子育てについて、非常に熱心に論議する１人の市民

として、市長に対してできれば市長の思い等もお聞かせいただければいいんじゃないかな

と思っております。 

 以上です。 

○議長（林  克君） 都市建設部次長。 

○都市建設部次長（高田一巳君） ただいまの西本議員の再質問に答弁させていただきま

す。 

 まず第１点目の、県道菖蒲線の振り替え事業につきましての県の認識、そして整備の方

針というようなことであったかと思いますけれども、まず、滋賀県におきましては平成１

５年度に、以後１０年間の具体的な道路整備計画ということで、滋賀県道路整備アクショ

ンプログラムというのを策定されております。これは、目標年度の中間年度、つまり５年

ごとに見直しがされることになっておりまして、平成１９年度に見直しがされました。そ

して、今年６月に改定された平成２０年度から平成２９年度までの計画が公表されました。

これによりますと、ご質問の道路につきましては計画期間の後期、平成２５年度から平成

２９年度の間に事業着手するという計画になっております。 

 また、その中でも下流部の市道五条吉川湖岸線から琵琶湖岸までにつきましては、旧野

洲川堤防の切り下げを伴いまして、事業費がかさむことから、まず市といたしましては国

道４７７号から五条吉川湖岸線までの区間を先行して整備していただくように要望をして

いきたいと思っております。 

 次に、湖岸緑地の今後の整備についてでございますが、今後の整備部門の中流部から下

流部につきましては、ほとんどが水面、そしてまたヨシ、マコモ、ヤナギ等の水生植物群

落が多数あるところでございまして、また、アヤメ等も自生している自然豊かな区域でご

ざいます。そのようなことから、ほぼそのままの状態で保全し、水辺の風景や環境を保全

するゾーン、つまりふるさとの水辺の風景鑑賞、散策や野鳥観察が楽しめるゾーンとして

整備し、湖沼保全のモデルとなるよう湖岸の原風景を残した内湖型ビオトープの復元を目

指す計画となっております。 
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 今後の施設の整備につきましては、観察デッキ、展望台、散策路、休憩所などの整備が

予定されておりますけれども、そのようなことから現在のところ、計画目標年度でありま

す平成２３年度内には整備完了の予定でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） それでは、西本議員の再質問にお答えをさせていた

だきます。 

 ２１年度に向けて低年齢児の受け入れについて、早急にでも取り組まれたいというよう

なご質問でございました。今、先ほどもご答弁申し上げましたように、野洲市としては現

在８３５名の保育所の定員ということになっているものでございます。４月１日現在です

と８２７名、全体で言いますと９９％の入所ということになっております。保育園の場合

は特別、定員を超えてということで、４月スタートで認められていく数字からいきますと

９６０名まで、うまく全園に希望者がすぱっと埋まればいけるということになりまして、

８６０名の申し込みからいくと１００名の枠がある。しかし、これは理想論でございまし

て、現実にはやっぱり地域的な差がございまして、当然特定した保育園に申し込みがある

程度重なって、そこの園で待機児童が出ているという状況にもなっております。 

 ただ、今も申し上げました、これまで随時受け入れるという中で、少し未満児ではトイ

レとか間仕切りというものを改修しながら未満児の受け入れ、当然保育士が必要となって

きますけど、そういう形で対応をしておりまして、一時的にはそういうふうな形でも需要

には応えてはいけたらいいと考えておりますが、基本的に今野洲市内の子どもたちという

のが大体５００名余り、今年のゼロ歳児ですと４８６名ということで、やや自然増減でい

きますと出生率が今２００６年で発表された１．３２、やや前年から持ち直したところで

すけれども、このままでいくと当然ながら人口が減るという、子どもの数が減っていく。

ただ、社会増が一定カウントされますので、野洲市としましては５００名前後で今後も推

移をするということになると考えております。少し幼稚園が、今年幼児課ができまして、

就学前の子どもたちを幼稚園、保育園トータルに考えまして、健やかな育ちの場を形成を

していこうということになりまして、幼稚園が３歳児が導入したということで、少し施設

的には余裕があるということもありますし、今後の、できるだけ待機児童を出さないとい

う国の方向性もありますので、受け入れていけるためには就学前の施設を含めて、少し野

洲の二、三年後の先も考えながら進めていく必要があると考えておりますし、今後、保育
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園、幼稚園を含めて耐震化ということにもなってまいります。保育園についてもここ三、

四年の間に耐震化を完了したいなという思いでございますので、基本的には本園が、ある

程度２０年、３０年というような形で未満児と未満児以上の子どもたちの過ごせるような

配分の施設というのが基本的になっていますので、その未満児が今ふえている部分を、少

しこの耐震化も含めまして、あわせて施設改修を図っていくということが効果的な進め方

だと考えておりますので、そのあたりで今後かなり検討しまして進めていきたいと、かよ

うに思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 西本俊吉君。 

○８番（西本俊吉君） 再質問に対して相当突っ込んでお答えいただいております。ただ、

この問題を今回提起いたしましたのも、道路の問題に関しましては、過去長く地元の方が

このことについて苦しんでおられるというんですか、迷惑を受けておられる、そういうと

ころで、 後にお尋ねしたいのは、あの今現在未舗装の道路、どこが管理責任というんで

すか、持っているのか、市なのか県なのか、また、市の中でも建設なのか、ひょっとする

と河川敷の部分ですから農政関係が持っておられるかもわかりません。そこのところを明

らかにしていただいて、その担当者において現状のところでこれから県の道路整備、それ

からアクションプランで入っていることはありがたいことやなと思うんです。だから、そ

れを待つ必要があります。待つまでの間に少なくとも向こう５年、長ければ１０年、多分

県財政から考えて、そう着々とはいかないと思います。そのためには、その対策として、

ある意味では 終的には立派な工事をどうのこうのというまでに、いわば農道的なそうい

うような程度のものでもいいから、やっぱりあそこを点圧し、一応供用できるような道路

に一旦仮設的な道路というんですか、そういうものとしての路面の整備を行っていただけ

たらなと思います。これ、担当の課の方からもしお答えいただけたらなと思います。 

 それから、もう一点、今の、私もこの間見てきましたけれども、この下流の緑地公園と

いうんですか、この部分、非常に、これは地域の人が何されたのかどうかはわかりません

けども、ビオトープと言われる沼のあの辺に非常に不法投棄、そういうものも出てきてお

ります。放置していれば必ずもっと多くそういうものが持ち込まれることによって、持ち

込むことはこれは違反なんですけれども、まあ人が見ていないからということで、どんど

んそういうものがたまる傾向があります。その完全な自然としての湖岸、緑地公園として

の位置づけ、自然を生かした環境、そういうものを取り入れた公園としての整備ができる
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までの間、その辺の維持管理等についても市としての対応もお願いしておきたいと。 

 保育園については、おおむね今年度においても増員されておりますけれども、しかしな

がら潜在的なニーズというんですか、私は申し込み時点での人数との関係を 初に出しま

したけれども、部長の答弁では、ある程度もうちょっと足らんところがあるけど、できて

いるようにおっしゃっています。しかしながら潜在的には、もし預かってもらえたら働き

たいという、そういうやっぱり生活の面から、そんな保護者の方も私も生の声を聞いてお

ります。できましたらそういうものの拡大に向けて、今後ぼちぼちでなしに、もっとやは

り的確に市民の暮らしを守る、それも１つの大きな原因になります。だから、保育園その

ものにもっと拡充していく、そういうような積極的な姿勢を行政に望みたいと思います。

市長、ちょっとこの部分について市長の今日までの取り組みと、今後に託する部分になる

かもわかりませんけれども、もしお言葉を持ち合わせておられましたらご答弁いただきた

いと思います。 

○議長（林  克君） 都市建設部次長。 

○都市建設部次長（高田一巳君） 西本議員の再々質問でございますけども、国道４７７

号から市道五条吉川湖岸線の区間のどこが管理しているのかというようなご質問だったと

思いますけども、現在につきましては農政サイドの方で維持管理をしていただいておりま

すので、この件につきましては農政サイドの方からご答弁させていただきたいと思います。 

 そしてまた、第２点目の湖岸緑地の環境に関するご質問でございますけども、今後につ

きましても環境部門や地元と協力いたしまして、適正な維持管理に努めていきたいと、こ

のように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（林  克君） 環境経済部政策監。 

○環境経済部政策監（土肥義博君） おはようございます。 

 先ほど、再々質問をいただきました野洲川右岸線の先の下堤周辺の未舗装部分のご指摘、

そこはどこが管理しているか、先ほどの次長の方からも答弁ありましたように、旧野洲川

地区の土地改良区の畑地開発事業の区域というふうに承知しておりまして、現在合併いた

しまして、野洲川下流土地改良区が管理しております。いずれにいたしましても、舗装を

もしするというふうになりますと、受益者負担も絡んでくるということもございますので、

野洲川下流土地改良区と協議をしてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（林  克君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 子育て支援事業につきましては、私もかなり自信を持って方々

取り組んでまいりました。特に、学童保育、あるいは幼保の一元化についても試みをもっ

て取り組んでまいりました。特に、今も部長が答えましたように、保育園の状況を見ます

と、やっぱり未満児の扱いが非常にふえてきているというのが実態でございまして、極端

なこと、マン・ツー・マンで保育士さんが子どもさんを見ないといけない、こういう実態

からいくと、かなりやっぱり制度上の問題も含めて、将来そういうものを対応していかな

いといけないと、こんなふうに思いますが、いずれにしましても次の時代を担う子どもさ

んのことですから、しっかりとやっぱり子育て事業を進めていかないといけないと、こう

いう思いはいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（林  克君） 暫時休憩いたします。再開を１０時５０分といたします。 

            （午前１０時３３分 休憩） 

            （午前１０時５０分 再開） 

○議長（林  克君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第７号、第１４番、中田幸子君。 

○１４番（中田幸子君） １４番、中田幸子でございます。私は、１件の一般質問をさせ

ていただきます。 

 まず、資源を生かして物の命を大切にする取り組みについてをお伺いいたしたいと思い

ます。 

 人権と環境を土台に生きる意味が実感できる社会づくりを基本理念として、平成１６年

１０月に誕生しました野洲市は、自然環境に恵まれたまちでございますが、今、私たちの

生活や社会活動による自然環境への影響の抑制、循環社会を目指したごみの処理や不法投

棄の抑止等、さまざまな問題や課題が出てきております。 

 昨年、１９年３月に野洲市環境基本計画が策定されましたが、この計画における環境の

将来像は、市民や事業者、行政と、皆さんと共に協働して取り組み、よりよい環境を次世

代へつなぐ行動計画であるものと受けとめております。 

 現在、一般廃棄物処理においては収集ごみは１０種分別と直接搬入ごみ６種分別でござ

いますが、１０年前に比べると分別も細かく分けられ、リサイクル、リユースできるもの

へと資源を生かし、物の命を大切にする取り組みが少しずつではありますが、市民の意識

高揚につながってきたと思っております。 
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 こうした中、リサイクル品目の１つとして、１０年前から住民グループによる廃食油回

収によりバイオディーゼル燃料化を行い、市の公用車の運行に利用されていたり、また、

市内のスーパーや商店、コンビニ等でリサイクル品の回収ボックスを設置されたり、マイ

バッグ持参のお客様には何らかのメリットが提供され、ごみ減量化等の取り組みにご協力

をいただいていることが今後の環境対策につながっていくものと思っております。 

 廃棄物の減少のかぎとなるのは、資源循環型社会の構築であり、リサイクルすることと、

リサイクルしたものを使う社会をいかにつくるかが問題で、行政、事業者、市民が協働で

取り組んでいかなければ前進せず、足踏みで成果が見られないことと思っております。 

 そして、次世代を担う子どもたちの環境教育も大切でございます。学校では授業等で取

り組むと共に、家庭では親の背中を見て子どもが育つと言われておりますように、まず、

大人の私たちが毎日の生活の中で行動で示す教育が大切なんだと思っております。このよ

うな点から、次のことについてお伺いいたします。 

 まず１点目、平成１９年度の廃棄物処理実績において、前年度と比べて特に効果のあっ

たもの、悪かったものは何であったのか、またその要因は何であったのかを伺います。 

 ２点目、ごみ減量化の対策と数値目標についてを伺います。 

 ３点目、リーディングプロジェクト、いわゆる優先的に取り組むべき施策の内容につい

てを伺います。 

 ４点目、事業者、市民への廃棄物の減量化の取り組みについての協力と指導のあり方に

ついてを伺います。 

 ５点目、学校における環境教育の取り組みについて、以上をお伺いいたします。よろし

くお願いいたします。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、中田議員の資源を生かして物の命を大切にす

る取り組みについて、お答えをいたします。私の方からは、１点から４点目までお答えい

たしまして、５点目につきましては教育長からお答えをいたします。 

 まず、１点目の平成１９年度の廃棄物処理実績において、前年度と比べて特に効果のあ

ったもの、悪かったものは何であったのか、その要因は何であったのかでありますが、平

成１９年度の廃棄物処理実績で効果のあったものとしては、廃棄物全体で前年に比べ３．

８％減少したことでございます。これは、全国的な傾向としまして、紙、布類、金属類に

加え、ペットボトルなど、資源物の価値の増加により個別の廃品回収などの促進によって、
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ごみ排出量の減量につながったものと考えられます。 

 悪かったものとしては、特段申し上げるものはありませんが、あえて申し上げるとすれ

ば、プラスチック類等の分別であろうと思います。 

 ２点目の、ごみ減量化の対策と数値目標についてでありますが、まず、ごみ減量化対策

については、第１次野洲市総合計画におきまして、廃棄物の抑制とリサイクルの推進を上

げております。 

 具体的には、ごみの問題やリサイクル等についての認識の促進、次に４Ｒの推進、これ

はリフューズ、リデュース、リユース、リサイクルということになります。次に、不法投

棄の防止、次に、適正処理の推進の４つであります。 

 数値目標については、年間１人当たりのごみ量を平成１７年度を基準として、平成２５

年度には２０％削減、平成３２年度には４０％削減という目標を掲げており、平成１７年

度１人１年当たりのごみ量３１３キログラムに対して、平成１９年度は１人１年当たりの

ごみ量２７０キログラムとなり、１４％の減となっております。 

 ３点目のリーディングプロジェクト、いわゆる優先的に取り組むべき施策の内容につい

てでありますが、平成１９年３月に野洲市環境基本計画を策定し、この計画を推進してい

く環境基本計画推進会議の活動で、市民、市民団体、事業所、行政において協働で推進を

しております。この中で廃棄物に係るものとして、みんなで進める環境学習をはじめとし

て、６つのプロジェクトを優先的に取り組むべき施策と考えております。 

 ４点目の、事業者、市民への廃棄物の減量化の取り組みについての協力と指導のあり方

についてでありますが、廃棄物の減量化については行政だけでできるものではなく、市民、

事業者との協働が不可欠でございます。今後も情報提供や啓発に努め、分別の徹底を促し

ていく必要があります。協働による取り組みを推進し、市民の減量に対する自発的な行動

に結び付くよう、地域や市民活動団体等と連携を図り、推進していきたいと考えておりま

す。 

 私からは以上でございます。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 中田議員の、学校における環境教育の取り組みについてお答え

申し上げます。 

 環境に優しい生活や、地域の環境保全に主体的に行動できる子どもを育てることを大き

なねらいといたしまして、すべての学校で環境教育全体計画を作成をいたしまして、教育
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活動全体を通して取り組んでおります。中でも、野洲市公立の学校としてＩＳＯ１４００

１認証の趣旨に沿って、エコスクールの実現に向けた取り組みを進めております。 

 主には、ごみの分別、ごみの減量化、節水、節電、リサイクル活動、空き缶回収など、

日常的な取り組みを進めています。 

 例えば、野洲小学校では毎週１回、清掃場所から出たごみを計量しましてグラフにし、

減量化に努めたり、各学級にプラごみ用と燃えるごみ用のごみ箱を置きまして分別を進め

たりするなど、子どもたちが主体的に取り組んでおります。 

 また、野洲中学校では各教室にリサイクルボックスを設置をいたしまして、裏面が使用

できる紙を回収をしまして再利用を図ったり、中主小学校、祇王小学校ではＰＴＡと一緒

にアルミ缶回収活動を進めております。 

 さらに、北野小学校や野洲小学校では給食の残滓や草を肥料にして活用するなど、生活

と密着した身近な活動も進めています。 

 これらの活動の基本には、子どもも教職員も環境についての理解を深め、環境保全への

意識を高めることが大切であります。このことから、それぞれの学校が自然環境、社会環

境について学ぶ学習や、実際に体験する学習を取り入れることにより興味・関心を広げ、

資源には限りがあること、ものには命が宿っていることなどを実感として学ぶように指導

しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） ただいまの答弁の一部訂正をさせていただきます。 

 清掃場所から出たごみを計量し云々の答弁でございましたが、この学校を野洲小学校と

言ったようでございまして、実はこれは三上小学校でございます。三上小学校では毎週１

回、清掃場所から出たごみを計量をしてグラフ化していると、こういうことでございます

ので、訂正をしておわびをいたします。 

○議長（林  克君） 中田幸子君。 

○１４番（中田幸子君） 再質問させていただきたいと思います。 

 今、ご答弁、各項目についてお答えいただきまして、１９年度の廃棄物処理の実績につ

いては成果のあったものとないものということで、３．８％の全体的に減少だと言ってい

ただきましたけれども、種類によってはふえたものと減ったものと、いろいろとあるんで

すけど、それをもう少し具体的に、こういうものはふえたけれどもこういうものは減った
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んやと、それで全体的には３．８％減少できたんだということを言っていただきたいと思

います。 

 それから、悪かったものにプラスチック等というのは、プラスチックは確かに汚れたも

のは普通は可燃ごみの方に出さなければいけないので、確かにその選定が難しいのかなと、

状況が悪かったというのはそういう点かなと思いましたけれども、それで、私も先ほどお

答えいただいた中で、集積所で抜き取りがされているという、貴金属を、それを私自身も

見たことがあります。軽トラいうんですか、それを持ってこられて金属類を、あれ多分業

者か、普通の人ではなかったように思うんですけども、そういう人が金属類だけを軽トラ

の後ろに乗せて持っていかれている。 

 それから、皆さんもよく見かけられていると思うんですけども、アルミ缶を、ちょっと

高齢者の方ですけども、自転車の両サイドに大きな袋で集めておられるのを皆さんも見ら

れていると思うんですけども、これは置いてあるものだから持っていっても泥棒ではない

んではないかなと思うんですけども、こういう集積所のきちっとした監視をしていただく

のに、７年前ぐらいでしたか、クリーン推進委員という制度があったと思うんです。この

人たちがごみの処理について啓発とか指導、それからごみの集積所の管理等、そしてまた

調査を行われておられましたが、現在は今廃止されているんではなかったかしら。このよ

うな今の現状から集積所の状況を考えると、もう一度やはりクリーン推進委員の皆さんの

再復活ができないかなと思っておりますけど、そのことについてお伺いしたいと思います

が、どういうふうに考えられるか。 

 現在、市内全体をクリーンパトロールという形で実施されておられますけれども、この

クリーンパトロールというのは市内全体を、例えば、小さな自治会の集積所じゃなくて、

市内全体の中で放置された不法投棄とか缶がほかされているとか、大きなものに対して監

視されているんではないかなと思うんですけど、このクリーンパトロールの方の内容、ど

ういうふうなことをされているのか、済みません、教えて下さい。 

 次に、ごみ減量化についてですが、これも認識不足が目立っておるということで、先ほ

ど４Ｒの取り組みについてお答えいただきましたけれども、この４Ｒの内容をもう少し具

体的にお願いします。 

 そして、減量化の１つの対策として、近隣の市では草津市、守山市でリユースセンター

が設置されておりますね。このリユースセンターに私も視察に行ってまいりましたけれど

も、野洲市にも廃棄物処理問題から考えると必要と思っております。リユース可能なもの
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を展示されており、１人が１カ月に１品を無償で引き取ることができるというシステムで

ございましたけれども、これ現物を見ましたけれども、私ももらっていきたいなというぐ

らい結構いいものが置いてあったんです。 

 それで、これは展示品は守山市とか草津市に出されたそのまま、少し傷がついていても

そのままを展示して、それを承知で受け取られる方は受け取っていかれるという形でござ

いますけども、ここで私の提案でございますけれども、その守山市、草津市がされている

内容にプラス、もう少し活用を考えて、例えば家具等が出された場合、少々の傷がありま

す。その傷を、例えば家具職人の見習いさんがおられると思うんです。そういう方たちに

練習台に使ってもらって、そこをきれいに直して修理してもらう。そして、家具を展示す

るという考えでございますけれども、それを、例えば市内には共同作業所とか、またはシ

ルバー人材センターの方もおられますし、別に家具だけでなく、いろんな見習い職人さん

がおられると思うんですけれども、そういうものを修理していくということは無償で修理、

自分も練習台ができ、受け取る方もいいものをもらえるという、それが市内全体として自

立支援にもなり、障がい者支援にもつながっていくんではないかなと私は思っております。

そうすることが、市全体の多くの人が活動できて、そしてものが生かされて活用されるこ

とになると考えておりますが、このことについてのお考えを伺いたいと思います。 

 この修理された再利用される展示するセンターが必要となってまいります。それでは、

草津市、守山市が展示だけの場でありますけれども、そこにプラス、野洲市においてはリ

ユースセンターを環境問題の総合的な拠点施設にされたらいかがでしょうか。学習の場や

情報交換の場、そして再利用されるものの展示等の場所として設置し、住民の交流の館に

することを提案したいと思いますが、幸いにも環境基本計画にもあります、「お得で楽しい

リユースステーションをつくろう」という項目がございます。私と同じ考えではないかと

思いますので、これをどのように年次的に進めていかれるのかをお伺いいたしたいと思い

ます。 

 それから、リーディングプロジェクトについては、市民団体とか事業者とか行政、６つ

のプロジェクトの取り組みをお答えいただいたんですけども、その６つのプロジェクトの

項目は何なのか、挙げていただけませんでしょうか。 

 それから、減量化の取り組みの協力と指導についてでございますけども、この協力をし

てもらうには、指導するには、ここのところがもう少しはっきりしていなかったんですけ

ども、情報提供、啓発は多分市の広報とかチラシをつくって、ただ一方的に読んでおきな
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さいよというだけでは、なかなか本当の啓発とか情報提供が薄くなると思うんですけども、

これを具体的に指導につなげるにはどのようにされていっているのか、お伺いしたいと思

います。 

 もう一つは、地域や市民活動グループとの連携をとりながら進めているということです

けれども、じゃ、どのようにしてその連携をとって進めて、共に活動しているのか。例え

ば、こういうふうな形でやっているんだということを示していただきたいと思います。再

度お伺いいたします。 

 それから、学校における環境教育においては、教育長からご答弁いただきましたＩＳＯ

１４００１に沿って取り組みを進めているということですけども、また、ごみの分別の減

量化、それから空き缶の回収をしたり、先ほど訂正していただきました、三上小学校は毎

週ごみを量ってグラフにして減量に取り組んでいるとか、いろいろ事例を上げていただき

ましたけれども、県では７月１日を琵琶湖の日と定めておられますね、平成１２年度より

県内の小中学校において環境教育として、各学校独自の取り組み実施をされてこられたと

思うんです、１２年度から。それが、また５月３０日のごみゼロの日、それから１２月１

日の県下一斉清掃の日についても同様に実施計画とか、実施状況の報告等を環境教育に取

り組まれてこられたと思うんですけれども、そしてまた、エコスクール事業として平成１

０年度から幼稚園や小学校で理科とか生活科ですか、その時間のときに特別活動として行

われてきたと報告を聞いております。 

 そこで、特にごみ問題の取り組み教育の成果はどうであったのかを伺いたいと思います。

学校での環境教育と、家庭と地域との連携はどうであったのか。学校で子どもに教育する

だけで、家に帰ったら親は全然それに取り組んでいないということでしたら、学校ではこ

ういうごみ問題に対しては教育をしましたので、家庭ではこういう協力をしてほしい、地

域の自治会にはこういう教育をしましたので、一緒に取り組んでほしい。子どもたちはこ

ういうところを学んでおりますというような連携とはどういうふうにされて、また、それ

を連携された後、どういう効果があったのかをお伺いいたしたいと思います。再度、細か

くいましたので、メモ漏れのないように再質問、お答えいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、中田議員の再度の質問にお答えをしたいと思

います。たくさん項目がありましたもので、抜けていましたらまたお願いしたいと思いま
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す。 

 まず、減ったものとふえたものという、もう少し具体的にということでしたので、全体

で３．８％減ったということで申し上げましたが、まず、ごみには委託収集の部分と直接

搬入のごみがございます。今回の実績では、収集ごみが大体すべての項目にわたって減っ

ております。そして、直接搬入といいますか、今ご承知のとおり、直接搬入につきまして

は個人が持っていくものと、あるいは許可業者が持っていく部分ということで分かれてお

ります。その中でも特に可燃ごみがふえているということで、トータル収集ごみとあわせ

て３．８％減ったということでご理解をいただきたいと思います。 

 それと、クリーン推進委員さん、今まで集積所等の監視ということでご活躍いただいた

ということで、その制度もよかったんじゃないかということだと思うんですけども、その

ことにつきましては、実はもう近々ごみ減量推進審議会というのを立ち上げる予定をいた

しております。これは将来の野洲市のごみのあり方等も検討するということで、分別の方

法も含めてご検討いただくわけなんですけども、その中でクリーン推進委員の制度につき

ましても検討してまいりたいというふうに思っております。 

 それと、続きましてクリーンパトロール隊の役割ということでございますが、現在、シ

ルバー人材センターにおきまして、市内全域の不法投棄等の回収に、週１回でございます

が、お願いをしておるところでございます。 

 それと、続きまして４Ｒの内容ということでございます。 

 これにつきましては、実は先ほど申し上げましたように４Ｒあるんですけども、これに

つきましてはごみの分別徹底のための市民への情報提供や、地域、市民団体等連携した啓

発活動、あるいは動物由来のごみの資源化の推進、あるいは市民が取り組みやすい再利用、

再資源化の仕組みづくり、また、市民事業所、地域の協働した取り組みの支援などを、こ

れは環境基本総合計画の方にも掲げてございます。そういう意味で４Ｒの推進ということ

で考えてございます。 

 それと、リユースステーションの内容ということ等、いろいろご提案があったわけなん

ですけども、その場合の家具等の修繕する場合の人材活用ということもございましたし、

センターが必要ではないかとか、あるいは年次的な取り組みはどうであるのかということ

もございました。その点についてお答えを申し上げたいと思います。 

 リユースステーションについてでございますが、現在、環境基本計画推進会議、「水と

緑・安心の野洲」、ごみ資源分野プロジェクトの市民メンバーと行政担当者との共同作業で
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取り組みを進めておるところでございます。 

 活動としましては、平成１９年度より野洲クリーンセンターでの粗大ごみの排出状況調

査や、先進地視察、資源循環を啓発する市民フォーラムの開催、近隣市のリユースの取り

組み状況、施設調査等を行っております。 

 今後につきましては、これらの活動により反映した状況等を踏まえまして、リユースス

テーションを実施する際の課題性等、プロジェクトの市民メンバーの方と共に具体的な協

議を検討を進めてまいりたいと思っております。 

 詳しくは環境基本計画にも書いてございますが、やはり四、五年ぐらいを目処に進める

必要があるということで、今の環境基本計画ではそういうスケジュールで考えてございま

す。 

 あと、年次的な取り組みということでございますが、今のところ、基本計画では４段階

に分けておりまして、まず、先ほども申し上げましたが、そういう廃棄物の排出状況等の

調査とか、次はフリーマーケットでのそういう開催とか、また、常設のモデル実験とか、

そして実際のリユースステーションの調査研究であるだとか、そういうことになってこよ

うかなというふうに考えてございます。 

 あと、リーディングプロジェクトの取り組みということもございました。これにつきま

しては環境基本計画にも載ってございますが、簡単に申し上げますと、全部で６つござい

ます。そういうことで、１つ目にはみんなで進める環境学習ということです。このビジョ

ンといたしましては地球温暖化問題に関心が高い野洲市をつくっていこうということ、２

つには、生ごみ資源化システムづくりということになっていまして、ビジョンは生ごみを

燃やさず資源化し、活用するまち、３つ目には天ぷら油を捨てずにエネルギーに、これは

ＢＤＦ化ということでございます。それでは、ＢＤＦで車が走るまちを目指そうというふ

うなことでございます。 

 そして、先ほども再度の質問の中でありました、お得で楽しいリユースステーションを

つくろうということで、これはビジョンとしてはもったいない、物の命を生かすまちとい

うビジョンでございます。 

 ５つ目には、こんなエコの店があるよガイドブック作成事業ということで、ビジョンは

エコな店が元気なまちというふうなビジョンでございます。 

 後に、ごみを出さない売り方・買い方が広がるまちでは、ビジョンといたしましてご

みを出さない、暮らし方が楽しめ、人と人との会話が弾み、地産地消によってまち中がに
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ぎわうまちというビジョンでしております。それがリーディングプロジェクトの内容でご

ざいます。 

 あと、減量化の取り組みというのがあったと思いますけども、この中で自発的な行動と

か連携とかいうことでございますが、当然自発的な行動にはやはりＰＲとか啓発も必要で

ございます。そして、先ほども申し上げましたが、やはりそれぞれ排出者の協力なくして

はこのごみ問題というのは解決できないというふうに思いますので、そういう行政、市民、

事業者等の連携が不可欠であるというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 長くなりましたが、以上、お答えといたします。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） 中田議員の学校での環境教育に関する再質問にお答えをした

いと思います。大きく２点ございましたと思います。 

 まず１点目が、琵琶湖の日とかごみゼロ、県下一斉清掃などの学校での取り組みの実績

を踏まえ、その成果はどうかというようなご質問だったと思います。例えば、７月１日琵

琶湖の日には全学校で地域の草刈り等もやっておりますけども、そういったことを踏まえ

まして、子どもたちの環境保全に対する意識が高まっているというふうに私どもは考えて

おります。 

 特に、学校での特別活動にそれが反映されているのではないかなと思っております。特

別活動といいますと学級活動、児童会活動、クラブ活動とかがあるわけでございますけど

も、その中でも、例えば中主小学校では特別活動の中に環境委員会というのを設置しまし

て、子どもたちが自ら考えていく、そういった成果が産まれてきているというふうに考え

られます。 

 それから２点目の、こういった実績・成果を踏まえまして、家庭・地域と連携、あるい

は効果はどうかということでございますけども、学校でのこういった活動状況を学校だよ

りでそれぞれお知らせをいたしております。そういったことから、１つはＰＴＡ活動の中

にも広がりが出ているというふうに考えております。ＰＴＡ活動ではアルミ缶の回収とか、

牛乳パックの回収等を行っておりますけども、当然これらにつきましては子どもと保護者、

特に保護者の方が中心になって行うものでございますけども、そのことによりまして、家

庭でも環境保全に対する意識が高まっているのではないかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（林  克君） 中田幸子君。 

○１４番（中田幸子君） もう一度質問させていただきたいと思います。 

 今、お答えいただきました中で、こんなエコな店あるよガイドブック作成事業というの

を今言っていて、私も実はこの作成の本を持っているんで、今お答えいただいた項目がち

ょうど書いてある中で、ガイドブックで例えばごみ減量化とか分別内容を案内しようとい

う、これは住民である者は全体で協力を実施しないと意味ないということなので、例えば

国際協会が出している観光マップには、新しく入られた方にはいろんな国の言葉、中国語

とかポルトガル語とか韓国語、いろいろなパンフレットがあったと思うんです、観光案内

の方には。こういうごみの作成の案内をするにも、いろんな国の言葉を入れたものを、ガ

イドブックをつくられるんでしたら、このごみ減量化の協力をして下さいというのに、そ

ういうものが２カ国語のはあったように思うんですけども、私どもは冷蔵庫なんかに今ち

ょっと張っているんですけども、あそこの下にたしか韓国語か中国語か、２カ国語が書い

てあったと思うんですけども、今何カ国語ぐらいまでそういう案内がつくられるのか、今

後作成はどういうふうにされているのか、ごみ分別のための、こういうふうに日本の国で

は、野洲市の中ではこういう分別の仕方をしているよというのを、その国の言葉で案内し

てあったと思うんで、それが今どういうふうになっているのか、ちょっと再度伺いたいと

思います。 

 それから、学校では草刈りとか、実際に行動しながら意識が高まっているというのは、

先生が見てからだけのことではないか、自己満足なさらない方がいいかなと思います。 

 地域との連携の中に学校だよりを出しているということですけれども、この学校だより

はＰＴＡ、保護者までですよね、届くのは。地域の中に反映しようと思えば、例えば回覧

で学校の中ではこういうことをというのを、別にこの環境問題に限らず、学校の中では今

うちの小学校、中学校ではこういうことをやっていますというその学校だよりを地域の回

覧板に回したら、地域の中の人にも学校の動きがわかるんではないかと思いますので、も

し、やれるようでしたら地域内にもこの学校だよりを回覧して見ていただけたらと思って

おります。 

 それから、学校の中で取り組んでいただく中に、例えば今できることやったら給食は残

さず食べよう、こういうふうに残食をさせないように協力をする、それがごみ減量にもつ

ながるし、それから、分別は協力しておられるからいいと思いますけども、紙の再利用も

されておられます。もう一つは、遠足で出るごみ、これは持ち帰りましょうというのは多
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分されていると思いますけれども、こういうことも子どもたちに言って指導されるといい

んではないかなと思います。 

 それから、全国的にこどもエコクラブがあるのはご存知ですか。これはこどもエコクラ

ブというのは環境省がサポートする子どもの環境活動促進のための、全国の小中学生を対

象としたグループ登録制度です。そして、環境に関心のある２人以上のグループなら、誰

でも登録できます。会員手帳とバッジがもらえます。年に６回、こどもエコクラブニュー

スが届き、全国の環境に関心ある仲間と交流ができるというメリットがあります。本当に

環境に関心のある子どもたちをふやそうと思うんでしたら、こういうのもあるよと、子ど

もたちにあっせんしてみたらどうかなという提案はしておきます。 

 それで、 後でございますけれども、一般の廃棄物の中には先ほどおっしゃられました

ように、２５年度までに２０％、過去の野洲町のときも２０％削減と言われて、なかなか

２０％が本当実現しにくいんですよ。３２年度には４０％、半分近くですけど、実際にで

きるんかなとちょっと不安な気持ちもありますけども、でも、今の取り組みであれば達成

できるだろうと期待しておきたいと思います。 

 私も、ごみ減量のために生ごみ処理機を利用しております。でも、夫婦２人でございま

すので、出る生ごみは少量でございます。でも、夏場は生物でございますので臭気がする

ので、少しでもやはり処理機を使いますが、少量であっても何時間もかかるんですよ、乾

燥してしまうまでに。そうすると、環境の対策の取り組みとして、その少量のごみを乾燥

するために電気を何時間も使って、本当にこれが環境の取り組みなんだろうかと惑わされ

るときがあります。 

 ということは、行政の方におきましても、視点を置く位置によって取り組みの内容が変

わるということなので、計画とか検討をされるときは十分によく全体を把握してからして

いただきたいと思います。 

 初めに申し上げましたように、廃棄物の減少のかぎとなるのは資源循環型社会の構築で

ございます。資源を生かして大切にすることの取り組みが大切と考えておりますが、学校

では環境教育も教育の現場である学校内での行動にも取り組んでいくことが大切です。 

 そして、指導されている教師や職員さんの行動にも、子どもたちの実践活動の教育の場

となっておると思います。 

 後に、ごみ減量、リサイクル、リユース等、市の職員の研修や取り組みはどのように

進めておられるのかお伺いします。 
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 また、同様に、教職員におかれましてもどのように取り組んで研修されているのか、再

度お伺いして終わります。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、中田議員の再度の質問にお答えをいたします。 

 まず、環境基本計画の中でのこんなエコな店あるよというようなところから、ガイドブ

ック作成事業で１点ご質問がございました。いわゆる外国人の方への啓発といいますか、

指導の観点だと思うんですけども、実は、これにつきましては現在ごみの分別カレンダー

におきましては４カ国語で表示をいたしております。中国語、韓国語というのはハングル

ですね、それとポルトガル語、それと英語の表記、４カ国語で表示をいたしております。 

 それと、今のガイドブック作成事業につきましては、実は、今回の組み替え補正の中で

も対応するように補正をしておりますので、このガイドブックについては現在のところは

中国語とハングルで考えてございます。 

 以上が外国語の取り扱いということでございます。 

 それと、ごみの減量について、議員は電気の処理機をお使いだということでございまし

た。それと、２０％、４０％の目標は達成できるのかというようなこともご質問であった

と思います。 

 まず、この目標達成につきましては、平成１９年度で１４％というようなことで実績も

出ておりますので、やはりこれはこれからの啓発、ＰＲにはよりますけども、そして、環

境基本計画のプロジェクトの推進にもよりますけども、やはり達成するよう努力していく

ということになろうかと思います。 

 それと、処理機を使った場合の電気の使用が当然その分負荷をされるわけで、当然ＣＯ

２の排出といいますか、そういうことにもつながると。あと、逆にＣＯ２の削減を言ってい

てどうやというようなこともあるんですけども、それは中田議員おっしゃるように、やっ

ぱり全体的なことをとらえてやらないとだめであるというふうに思いますし、やはり、何

をした方が有効であるかということも含んで考えて取り組む必要があると、私はこう思い

ます。 

 以上です。 

 それと、市の職員の取り組みといいますのは、まずはＩＳＯの認証の取り組みも当然し

ておりますし、それと、必修として市の職員研修で環境研修というのも取り組んでおりま

すので、そういう面で職員の環境意識というのは向上しているんじゃないかというふうに
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思いますし、これからも環境研修は必修でございますので、毎年繰り返してやるというこ

とでございます。そういうことで答弁といたします。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） 環境教育に係ります再質問にお答えをしたいと思います。 

 いろいろとアドバイスをいただきましたので、今後参考にさせていただきたいと思いま

すけども、まず学校だよりにつきましては、現在中主小と三上小と篠原小の３校は既に地

域の回覧を行っておりますけども、これをもっと全校広げていきたいなというふうに思い

ます。 

 あと、食べ残しの関係、この辺につきましても給食センターと連携をとっていきたいと

思いますし、遠足での取り組みとか、こどもエコクラブでございますが、この辺につきま

しても参考にさせていただきたいというふうに思います。 

 それと、 後にご質問がございました教職員の研修でございますけども、現状、教育研

究所で行っております講座の中に、環境をテーマとする講座がございません。今後はその

講座の１つに加えまして、積極的に教職員の意識の高揚を図っていきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 次に、通告第８号、第１６番、野並享子君。 

○１６番（野並享子君） 野並享子、大きく３つ質問します。 

 野洲駅前周辺整備事業について、質問いたします。 

 野洲駅前周辺整備事業は、まちづくり交付金で行われています。２００４年度導入以来、

５年間で１兆円を超す状況で、その４割は道路特定財源でまなかわれることになっていま

す。全国から出されました計画書は、この４年間で７７３市町村、１，３５５件申請され、

すべて受理され、８，０７０億円交付されました。 

 今年度は５５１市町村、１６３件、２，５１０億円交付される見込みであります。道路

特定財源を２００９年度から一般財源化をと、福田首相は提案していましたが、辞任もさ

れ、まちづくり交付金の財源はどうなるのか明確でありません。 

 また、全国から申請された内容では、地域交流センター３１億円を申請した千葉県のあ

るまちでは住民投票で反対が過半数以上あり、市は白紙撤回をしました。全国で申請され

た内容では広島市市民球場の建設、熊本城の本丸御殿建設、５０メートル幅シンボル道路

の建設など、税金のばらまき、巨額の箱もの建設と批判が広がっています。野洲市で計画

された内容も６月議会で指摘しましたように、市民からの要望というより、コンサルが描
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いた計画に検討委員会がお墨つきを与えた内容になっており、６億円もかけるペデストリ

アンデッキや、１億円もかける北口の歩道橋などは必要ないという声が大きくあります。

総額２４億円のうち７億円、３割も必要ないという事業を実施しようとしています。まち

づくり交付金に道路特定財源を使うということは、都市再生整備には道路整備が伴うと、

国交省のまちづくり推進課は発言していますが、申請した内容をチェックもせず、すべて

交付してしまう、税金のばらまきという批判に対して野洲市はどのような見解を持ってお

られるのかお尋ねいたします。 

 ６月議会でも質問いたしましたが、野洲駅前周辺整備について具体的に質問いたします。 

 １点目、歩行者の安全について。総額２４億円のうちペデストリアンデッキに６億円ほ

どかける、北口に１億円の歩道橋をつくることになっています。歩行者の安全とにぎわい、

交流の核となる空間の創設など、必要性を述べられていますが、歩行者の安全のためなら

デッキや歩道橋をつくるより、もっと他のことをすべきです。歩行者の安全のために車両

と歩行者の分離をする必要があります。南口も北口も同じですが、歩道の拡幅が必要でし

ょう。屋根を付けていくということも必要でしょう。自家用車の乗降場所を歩道に面する

ことも必要でしょう。歩行者の安全を第一に考えた場合、第１点目は、人と車が接触する

ことになりますから、ロータリーを横断する歩道はやめるべきです。緑地にして人が通行

できないようにすべきです。 

 第２点目、企業の送迎の車も歩道に面することが必要であり、北口も屋根を延長して、

歩道からの乗降になるようにすべきであります。 

 第３点目は、自家用車の乗降をできるスペースを南口だけでなく、北口にもつくるべき

です。 

 第４点目は、歩道のバリアフリーを行い、車いすがスムーズに通れるようにすべきであ

ります。 

 以上の点についての見解を求めます。 

 ２つ目、修景広場や公園整備について、地元からの要求でつくられた修景事業は地元の

方が維持管理され、良好な状況を保つことができます。しかし、地元要求もなくつくられ

た修景事業は利用者もなく、草ぼうほうというところもあります。夏場などは２カ月もた

てば草が伸び広がります。県道の街路樹を見てもらえばおわかりのように、できた当時は

きれいでも、何年もたてば低木が枯れてしまっているところもあります。 

 また、児童公園でも子どもが遊ばないため、草が子どもの背丈まで伸びているところも
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あります。広場や公園に潤いの空間として高木、低木が整備されることはヒートアイラン

ドを防止し、ＣＯ２削減のためにも望ましいこととは思います。しかし、駅前周辺整備で

は、まちづくり推進協議会の活動内容に都市再生整備事業の推進、緑地等の清掃活動や防

犯活動などの企画運営とあります。協議会の参加者は市民、商工会、ＮＰＯ、行政などと

なっており、草刈りや清掃はこの推進協議会が行うということになりますが、これでは維

持管理について誰が責任を持つのか、あいまいではないでしょうか。これまでの公園の草

刈りは、地元自治会で県下一斉清掃のときに行ってきました。しかし、高木、低木が整備

されれば、年２回の草刈りでは間尺に合いません。このような問題をどう解決されるのか、

誰が草刈りや清掃活動に責任を持つのか、この問題が解決されて初めて整備事業を実施す

べきと考えますが、見解を求めます。 

 ３つ目、歩道の改良について質問します。 

 １７路線の整備に９億３，８００万円という予算になっています。多くの道が歩道を付

けられるような幅員はありません。歩行者が安心して歩けるような道になることは、誰も

が願っています。ボランティアセンターの前に描かれているように、側道の内側に黄色の

色を塗り、歩行者優先道路のようにしていくということをお聞きしました。しかし、歴史

的な旧中山道や朝鮮人街道などは、もっと趣のある道にすべきではないでしょうか。黄色

の塗装で書いたのでは、余りにも無粋です。例えば、草津宿本陣があるところのように、

旧東海道は車も自転車も歩行者も行き来されていますが、色的に分けられています。歴史

街道としての趣のある道路になっていますが、このようなことが考えられているのでしょ

うか、見解を求めます。 

 ４つ目、排水対策について質問します。 

 計画では、ザウルス公園の地下に貯留設備をすることになっています。平成２４年計画、

２５年実施となっていますが、前期計画は２２年実施ということです。本当に市民が早急

に欲しい事業は排水対策ではないでしょうか。既に、今年も駅周辺で床下浸水がありまし

た。 近は局地的な大雨が降る回数がふえまして、市民の財産を守るためにも優先順位は

一番だと思いますが、２５年の計画にされたのは何か解決しなければならないことがある

のでしょうか、見解を求めます。 

 ５つ目、まちづくり推進協議会について質問します。 

 今回、この整備計画をつくるために設置された検討委員会は、昨年６月に立ち上がりま

したが、１５目のメンバーのうち５名が行政マン、３名が野洲高サッカー部、公募が２名、
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自治会代表２名、商工会代表、駅前関係者、地元企業の村田製作所各１名でした。本来、

この種の検討会には知識者として学者が入るべきだと思います。さらに、もっと地元地権

者が入るべきではないでしょうか。コンサルが描いた計画を追認するような検討委員会で

なく、みんなでまちづくりを考えられる委員会にすべきです。今年度にまちづくり推進協

議会を立ち上げることになっていますが、この協議会は市民、商工会、ＮＰＯ、行政とな

っています。何名ぐらいの規模で、どのような形態をとられるのでしょうか、見解を求め

ます。 

 次に、区画整理事業についてお尋ねいたします。 

 野洲市では、桜生の区画整備が終わり、中畑小篠原区画整理事業も来年度に終了し、今

年度市三宅地域で区画整理事業準備会が立ち上げられています。この計画面積は３．２ヘ

クタールで、桜生が４．６ヘクタールということですから、もっと小さな事業となります。

道路用地と公共用地も出さなければなりません。１６メートル幅の計画道路があります。

先線の野洲川右岸線の計画は財政状況大変厳しく見通しも立たず、野洲川に橋を架けて守

山市に抜ける計画は不可能に近い状況であり、計画道路の見直しが必要ではないでしょう

か、見解を求めます。 

 減歩率が５０％を超える状況の方もあり、６メートル幅の道路計画にしたならどれぐら

いの減歩率になるかも見解をお尋ねいたします。 

 後に、保育行政についてお尋ねいたします。 

 財界は、保育分野の潜在的市場規模を２兆円と試算し、もうけの対象にするために国に

圧力をかけていました。２０００年３月に企業に認可保育所の運営を認めました。例えば、

保育用品のメーカーのピジョンやベネッセが参入し、企業内保育の委託、民間の保育事業

を行っていますが、保育料は直接契約のため、一律です。例えば、ゼロ歳児４万５，００

０園、１、２歳児４万円となっているところや、給食費１万円プラスされているところな

どもあります。東京都が開設した認証保育所も同様の直接契約の保育所です。野洲市のよ

うに国の基準による所得階層で保育料が決められていないため、低所得者の方は預けるこ

とはできません。２００３年には指定管理者制度が導入され、株式会社も参入できるよう

になりました。２００４年には小泉内閣が実施した三位一体改革により、公立保育園の国

庫負担金が交付税算入となり、公立保育園の非正規雇用に拍車がかかりました。２００６

年３月の閣議決定で規制改革民間開放推進３カ年計画が出され、その年の推進会議におい

て規制改革民間開放のための重点事項に関する中間答申が出されました。 
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 そして、昨年５月の会議において、規制改革推進のための第１次答申が出されました。

この一連の流れの中身は、１点目は、直接契約の方式の採用であります。現行の保育制度

は入所申請は市町村に提出し、入所決定は市町村が行います。中間答申では保育に欠ける

子どもに限定するのでなく、就学前の子どもすべてとなっており、施設と利用者の直接契

約を容認すべきとしております。低所得者層への配慮を前提としながら、対価に見合った

応益負担方式に転換すべき。保育料も原則自由にすべきとしています。 

 ２つ目が、保育に欠けるという概念をなくすことであります。 

 ３つ目が、市町村の位置づけが大きく変わります。保育に欠ける子どもを市町村の責任

にするのではなく、中間答申では保育サービスへのアクセスを提供することとしておりま

す。 

 ４つ目が、財政的な仕組みを変えることであります。保育所の運営費は、必要な運営費

を行政が保障する仕組みですが、中間答申では施設補助から、子どもを持つ家庭に直接補

助方式に転換すべきとしています。このような規制緩和は公的保育制度そのものを解体す

ることになります。公立保育園がなくなるかといえば、そうではありません。障害児保育

などは現在でも公立が多くを担っています。手のかかる子どもは民間保育園では敬遠され

るためです。 

 昨年１１月に日本経団連は、子育てに優しい社会づくりに向けてという提言を出しまし

た。その中に免責基準、職員配置基準の柔軟な対応、認可保育所における直接契約の容認

を打ち出した中で、国の方針が大きく変わろうとしています。今年５月２０日に社会保障

審議会少子化対策特別部会は、新しい保育メカニズムに基づく新しい保育サービスの提供

の仕組みを取りまとめました。 

 そして、５月２８日は地方分権改革推進委員会が第１次勧告を出し、直接契約方式の採

用、全国一律の 低基準の見直しというのを出しました。現在、 低基準は１９４８年に

つくられ、世界の現状から見れば極めて低い水準です。保育士の配置基準や保育所の面積

や保育単価など、もっと充実が求められています。 

 現在、東京都のある企業が経営している認証保育所ではもうけを優先し、おやつも含め、

食材費を１日１人３６円に抑えており、１００グラム１０円の鶏肉や、１袋１０円のモヤ

シ、見切り品の野菜を買い、激安スーパーでの買い物がほとんどという状況で、乳幼児に

輸入農産物ばかりとなっています。おやつは玉ぼうろ数個などというような園もあります。

経団連は東京の認証保育所を参考にした仕組みを導入すべきと求めており、もうけの犠牲
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は子どもたちになります。 

 こうした動きの中で、全国保育団体連絡会が今年６月に国会に提出した直接入所方式の

導入反対、 低基準の抜本的な見直しの請願は、衆参両院で全会一致で採択されました。 

 また、８月には第４０回全国保育団体合同研究集会が東京で行われ、１万人を超える保

育士、保護者、行政職員、子どもたちが参加し、私立保育園、公立保育園の立場を超えて

保育制度の解体反対のアピールも出す運動が広がっています。 

 このような中、経団連の子育ても金次第という保育制度にしていくのでなく、現在の

低基準を拡充し、子育てしやすい地域社会にすべきと考えますが、見解を求めます。 

 次に、野洲市の具体的な内容をお尋ねいたします。 

 １点目は、所得階層Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、いろいろございます。それぞれ何人なのか、その

比率をお尋ねいたします。 

 ２点目、障害児保育はどの園で何人されているのか。 

 ３点目、地元合意のない民営化や認定子ども園を実施しないと言明されましたが、民営

化や認定子ども園についての内部検討は中止されたのか。 

 ４点目、保育園の耐震化はいつまでに完了するのか。 

 ５点目、野洲市では食材費は１人幾らか、材料はどこから仕入れているのか、以上、ご

答弁をお願いいたします。 

○議長（林  克君） 暫時休憩いたします。再開は１時といたします。 

            （午前１１時５６分 休憩） 

            （午後 １時００分 再開） 

○議長（林  克君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（堤 文男君） それでは、野並議員の野洲駅前周辺整備事業についての

ご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、まちづくり交付金に対して税金のばらまきということの批判に対してということ

でございますけれども、まちづくり交付金は国土交通省所管の国の交付金制度でありまし

て、市がこの批判に対して見解を述べる立場ではございません。 

 また、申請に対しましては、交付の前年から制度の趣旨に適合し、目標設定等が適切か

どうかの事前審査がされておりまして、審査を通った事業のみが採択されているというと

ころでございます。 
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 次に、野洲駅周辺整備につきましての、１点目の歩行者の安全についてでございますけ

れども、横断歩道の設置につきましては、公安委員会とも協議が必要となります。歩行者

の安全確保のため、横断歩道はできるだけ避けたいと考えております。 

 次に、２点目の野洲駅の北口の整備計画につきましては、今後駅前周辺の整備を進める

中で関係機関と協議をしながら検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の北口の自家用車の乗降場の設置につきましても、２点目と同様検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、４点目のバリアフリーにつきましては、誰もが安心して利用できるユニバーサル

デザインの観点から、整備を行う予定でございます。 

 次に、修景広場や公園整備の維持管理についてでありますが、この事業では、いずれも

市民が憩い、楽しめる空間等として利用できる公園となるよう、３つの公園を整備する計

画をいたしております。昨今の公園の維持管理につきましては、地域との協働により、公

園という空間を守り、そして育て、貴重な市民の財産として次世代に継承していくことが

大切だと考えております。つきましては、他の公園と同様に、日常管理は地域で行う等、

効率的かつ適正な維持管理が考えられますけども、さまざまな維持管理の手法も含めてま

ちづくり推進協議会で検討をしていただく予定をいたしております。 

 次に、歩道改良についてでございますけれども、交通バリアフリー法に基づき、順次野

洲駅周辺道路の歩行者空間の改良を進めていく計画をしておりますけれども、旧道におけ

る改良についてはカラー舗装の色を含め、その歴史に十分配慮した中で整備を行う必要が

あると思っております。 

 次に、排水対策についてのご質問でございますですけれども、排水対策につきましては、

その重要性は十分認識をしておりますけれども、祇王井川が該当する区間については一級

河川ということもございます。そのようなことから、まずはやはり関係機関と十分協議・

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、まちづくり推進協議会の形態についてでございますけれども、野洲駅前の中心市

街地整備計画検討委員会では、駅周辺という公共性の地域であるという特性や、地権者か

らの用地買収がない市有地のみで実施する事業であること等にかんがみまして、市民、企

業、行政が協働して検討を行ってまいりました。この計画書の策定までには、地元居住者

との協議も並行して行ってきたところでございます。 

 今後、予定いたしておりますまちづくり推進協議会の設置要項を現在検討しているとこ



 －168－

ろでありますが、滋賀県や公安委員会、学識経験者や公募による市民、ＮＰＯと公共交通

機関、関係者などを含め、おおよそ２０から３０名程度の規模で予定をしているところで

ございます。 

 次に、区画整理事業についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、都市計画道路の見直しの必要性でございますけれども、この計画道路につきまし

ては守山市との関連や、また、ご指摘の橋梁や野洲川右岸線等の問題もございまして、今

後一部見直しの検討をする必要があるとは思っておりますけれども、すべてを見直すとい

うところまでは、今のところは考えておりません。 

 また、減歩率ということでございますけれども、参考といたしまして、道路幅員を１６

メートル幅から６メートル幅に計画した場合の減歩率の試算でございますけれども、道路

幅員１６メートルの場合で、平均でございますけれども３６％の減歩率に対しまして、幅

員６メートルの場合には平均３３％の減歩率となる見込みであります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） 野並議員の保育行政についてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 保育制度についての考え方でございますが、国におきましては規制改革推進のための３

カ年計画が改正をされ、保育分野においても入所基準等に係る見直し等の改正が予定をさ

れております。 

 本市では、保育所は次世代を担う児童の健全育成の場であることから、利用しやすい保

育所づくりと、子どもの健やかな育ちを図ることを優先に考え、障害児保育、一時保育、

休日保育、病後児保育、特定保育等の特別保育事業を実施しております。今後も保護者の

ニーズに応え、きめこまやかな保育サービスが提供できるよう、保育行政を推進してまい

りたいと考えております。 

 それでは、１点目の保育所保育料階層別の人数、及びその比率についてお答えを申し上

げます。 

 保育料の階層区分は本市では１６階層となっており、７月末の園児数は８６４人であり

ます。園児数と全体に対する比率の順でお答えを申し上げます。 

 Ａ階層、生活保護世帯につきましては７人、０．８％、Ｂ階層の市町村民税非課税世帯

は９２人、１０．６％、Ｃ１階層の市町村民税均等割のみ課税世帯は１５人、１．７％、
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Ｃ２階層の市町村民税所得割の課税が５，０００円未満の世帯は９人、１．０％、Ｃ３階

層の市町村民税所得割の課税額が５，０００円を超える世帯は３３人、３．９％、Ｄ１か

らＤ６階層の所得税課税額が９万円未満の世帯は３３１人、３８．３％、Ｄ７からＤ８階

層の所得税の課税額が９万円以上２１万９，０００円未満の世帯は２２８人、２６．４％、

Ｄ９からＤ１０階層の所得税課税額が２１万９，０００円以上４１万３，０００万円未満

の世帯は８８人、１０．２％、Ｄ１１階層の所得税課税額が４１万３，０００円以上の世

帯は６１人、７．１％となっております。 

 ２点目の、障害児保育の入所児童数でありますが、今年度は公立保育園５園、民間保育

園３園におきまして３８人の障害児保育を実施しております。実施園及び障害児数につき

ましては、野洲第１保育園１０人、野洲第２保育園７人、野洲第３保育園７人、三上保育

園４人、篠原保育園４人、あやめ保育所１人、きたの保育園２人、しみんふくし保育の家

３人であります。 

 ３点目の、民営化や認定子ども園についての内部検討についてのお答えですが、篠原幼

稚園と篠原保育園の統合化を中心としまして、引き続き内部で検討を進めているもので、

民営化、または認定子ども園の具体的な検討までには至っていない状況でございます。 

 ４点目の、保育園の耐震化でありますが、野洲第１保育園、三上保育園、並びに野洲第

２保育園につきまして、今後計画的に進めて平成２４年度までには完了したいと考えてお

ります。 

 ５点目の、公立保育所の園児１人当たりの食材費及び材料購入業者についてお答え申し

上げます。 

 食料費につきましては、給食及びおやつに要した経費、１人１日当たりですが、公立保

育所では３歳未満児は２３１円、３歳以上児は１９６円、民間保育所につきましては、平

均ですけれども、３歳未満児は１７０円、３歳以上児は１９８円となっております。 

 給食費、また間食材料の購入先につきましては、公私立保育所とも主要な材料はおおむ

ね市内業者にて購入し、可能な限り滋賀県産、あるいは市内産地のものを使用しておりま

す。 

 以上、答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） 今、ご答弁いただきまして、見解を述べる立場にない、審査に

通ったもののみ決定、私、前段で言いましたように、申請されたのはすべて受理されてい
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るんです。審査に通ったものって、だから申請を上げれば全部受理されているというのが、

今のまち交の状況であって、野洲市が２４億円、ペデストリアンデッキも含めて、申請を

すれば交付されるという、それが却下されるというふうなことは、どこで判断をするんで

すか。市民が、前段言いましたように、住民投票条例で過半数以上になった千葉県のある

まちでは、市が白紙撤回をしたということでなくなったんですけども、申請を上げて、そ

の後そういうふうなチェックで市民の声が反映されてなくなるということがあるんですか。

ご答弁をお願いします。 

 次に、車と人と、できるだけ避けたいということをおっしゃいました。この計画の中に

は、デッキの下に島が設けてあります。渡れないように島になっていると思うんです。だ

から、デッキをつくらないで歩道をずっと渡るというふうなこういう計画で、それで私は

いいと思います。人と車が接触をしなくて済みますから。 

 それで、皆さんがどうしてもデッキが欲しいという声が、本当に署名が山ほど集まり、

１万、２万という署名が集まって、そういう状況やったらそれだけの人が利用しはると思

うのでつくればいいけれども、今は必要はないというふうに思います。 

 逆に、もう一つ、北口の方の部分に関して、歩道橋だけが書かれていまして、そのまま

島を行けることになっているんですよ。だから、これではあきません。結局渡らはるから。

歩行者と自動車を分離さすことはできません。だから、きちっと歩道に屋根を設けて、こ

っち側に自動車とか、こっち側に送迎の車とか、歩道にこう張り付けてとまってもらうと

いうことを、私まずやらんとあかんと思います。今とまっているのご存知ですか。この駅

の島の前のここにとまっているんですよ。それと、ここにとまっています。ですから、お

りたり乗るのに必ず車道を皆さん渡るような状況になっています。危険な状況が毎日続い

ているんです。これを、何もこんなところに歩道橋をつくらなくても、とりあえず本当に

周りに張りついてとめられる、こっち側もとめる場所がありますから、道路広いですから、

パチンコ屋の前、あそこもきちっと送迎の企業の車がありますから、わらべやとかいろい

ろありますから、そういう車がとめられるようにまずして、歩道から乗り降りをするとい

うことをやらんとあかんと思います。これはすぐできると思いますよ。公安委員会も賛成

するでしょう、そんな歩道もないようなところを皆さん横断されていますから。まずやら

んならんのと違いますか。歩行者の安全というのならば、私はそういう観点で駅前整備を

考えんとあかんというふうに思うんですけども、どうなんでしょうか。北口の問題、デッ

キの問題。 
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 それと、修景広場、整備後の管理はいろんな観点から検討をするということをおっしゃ

っていますけども、本当に駅前北のあの広場に高木、低木、つくった当時はきれいだと思

います。でも、本当に街路樹のところの草に覆われてしまった低木を見ると、年２回の清

掃ではあかんということは誰でもわかると思うんです。それを今、地域で管理をというふ

うなことを言われると、本当に駅前の北の自治会が年に３回、４回草引きに出ようという

ことが、地元でそういう機運が上がらないと草ぼうぼうになりますでしょう。そういうふ

うなことがまず大前提と違いますか。駅前広場の問題を出しましたけれども、このやろう

としている小篠原、和田の公園というのもどういうふうな協議がされているんでしょうか。 

 検討が必要ということですから、いろんな角度からということですから、どういうよう

なことをあと考えておられるのか。修景公園が野洲市でどうなっているのかというのもご

存知やと思いますので、どうそこをされているのか、具体的にもうちょっと詰めていただ

きたいと思うんですけども。 

 あと、河川改修、各関係機関と協議をしないと地下の貯水のはできないというのは、い

ったいどこと、いつどんな協議が整わないとできないんでしょうか。地下タンクをつくっ

ていくというのは、もう十何年昔から、とにかく駅のあの近辺にまち交の何や使ってでも

つくらなあかん、つくらなあかんって、ずっと私は聞いてきたんですけど、その間、どこ

とも何にも協議はされていなかったんですか。この申請を上げるにあたって、当然そんな

協議は前提やったと思うんですけども、今さら申請出しておいて、これから協議せんなら

んって、こんなことでいいんですか。今までどうなっていたんですか。 

 時間がありませんので、区画整理事業は、これ本当に守山市との検討が必要ということ

ですけども、これからの計画がないんだったら、駅前からそのままずぼっと１６メートル

道路ができても、本当にその先線をもう動かせないのだったら、１６メートル道路なんて

いうのは必要ないと思います。地元と十分協議をしていただきたい。 

 保育行政ですけども、今言われた野洲市の保育行政、本当に頑張っていると思います。

これからもきめ細かな保育行政を行うということで言っておられます。しかし、国や財界

の流れが本当に兵糧攻めをはじめとして、すさまじい勢いで来ているんです。だから、よ

っぽど行政担当者が野洲市単費ででも出していくんだということでやっていかない限り、

どんどんとそういう波が押し寄せてきますので、近隣の状況を見ますと、そういうふうな

動きがどんどん進んでいるんです。守山市でも民間で認定子ども園を来年４月につくると

いうふうなことも出ていますし、栗東市ではどんどんと民営化していくということで、公
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立合併して民営化というふうなのが出ていますので、周りがどんどんそういう形で流れて

いる中で、本当に頑張ってきめ細かな保育行政を行うということをやっていただきたい。 

 先ほど言いました、直接契約というふうな形になってくると、今聞いたＡからＣ階層で

すね、この方たちが１５０人ぐらいおられますか。こういう方々は本当に４万円、５万円

という保育料が払えないから大変な事態になります。公立が引き受けんならん。そうする

と、結局４万円、５万円の保育料の払える高額の部分ですね、所得税が１５万円とか２０

万円とかいう形で払える人たちが直接契約の民間の保育園に行くということで、なお、公

立の保育園の運営が大変になると思うんです。そういうところを認識されているのか。だ

から、直接契約のそういう保育園をどんどんと野洲市が思っておられたら、どこかで歯ど

めをかけていっていただかないと、野洲市の財政そのものも本当に大変な状況になると思

いますので、その認識をお持ちなのかどうかということをお尋ねいたします。 

 給食費の問題、今お聞きしましても、やはり民間では食材で削っていっているというふ

うな状況ですね。今、国は食材は単価幾らというふうな形で基準を出しているんでしょう

か。基準以下にはなっていないとは思うんですけども、昼食の部分で認可保育園で３００

円ぐらいというのが大体今聞いているんです。大体３００円ぐらい野洲市もあるのかなと

思っていたら、それよりも少ないような状況ですので、ちょっとそのあたり、お尋ねをし

たいと思います。 

 それと、民営化の篠原の幼稚園、保育園、これ具体化はまだしていないということです

けども、守山市では認定子ども園を民間委託してというふうな方向を打ち出している中で、

滋賀県内では米原市が公立で認定子ども園をされています。地元の方が本当に認定子ども

園を望まれているんだったらいいんですけども、そうでないような状況であるならば、野

洲市でやる必要はないと思います。幼稚園は幼稚園、保育園は保育園の果たす役割はある

と思いますので、だからそういう地元要望を十分に聞いていっておられるのか、内部で検

討だけではなくて、地元要望がどうなっているのかというのをどういうふうに掌握されて

いるのかお尋ねいたします。 

○議長（林  克君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（堤 文男君） それでは、野並議員の再質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず、申請された計画はすべて１００％受理されていると、何でも受理されるんやとい

うふうなお話でございますけれども、これについては当然それぞれ規定というものがござ
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いまして、都市再生整備計画自体、都市再生の特別措置法に基づいてやられているもので

ございまして、それなりにやはり審査はされておられて、それぞれ審査が受理されるよう

にそれぞれの市町村で努力をされているというふうに思っております。 

 それと、次にデッキでございますけれども、デッキについては必要ないのではというふ

うなことでございますけれども、この辺の都市再生整備計画自体５カ年ということで、概

略の予算２４億円という事業費が出ておりますけれども、あくまでも基本計画の中で事業

費を算出をいたしております。そういった中で、デッキについては歩車分離というふうな

形で、これは検討委員会でもいろいろお話も出ておりましたし、その辺の尊重もした中で、

当然今後まちづくり協議会とか、もう少し詳細についてはいろいろと意見をいただいて整

備をしていきたいと、こういうふうに思っております。 

 また、北口の乗降場の問題でございますけれども、これにつきましては北口も当然広場

の大きさというものは決まっております。そして、これも北口のデッキについても歩車分

離という形で計画をしておるわけでございますけれども、この中の広場については、そこ

へ降りられるような形も検討していく必要があるというふうに考えております。 

 そして公安委員会、こういったものについては当然歩行者の安全をまず考えてというこ

とは当然のことでございますけれども、公安委員会等とも十分協議をしながら、この辺は

進めてまいりたいというふうに思っております。 

 また、修景広場の管理でございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げま

したように、我々としては地域ふれあい公園、あるいは地元の管理していただいています

児童公園等も含めて報償費というふうな形で、現在は地元管理をしていただいております

けれども、これは当然地元の方々とも十分話をさせていただくなりして、十分協議をした

中で管理については定めていきたいというふうに思っております。 

 それから、河川改修、この地下調整池の件でございますけれども、これにつきましては

以前からいろいろ市街地排水の対策、あるいは河川サイドでの浸水対策というふうなこと

で、いろいろお話もあったわけでございますけれども、今回、この都市再生整備計画の中

で、ちょうど市の公共用地の下に設けて、祇王井川からあふれた水を取れば少しでも被害

の軽減になるんではないかということで計画をさせていただいておりますけれども、これ

につきましては先ほども申し上げましたように、県の一級河川というものがございます。

それと、県の河川整備計画、あるいは市の市街地排水の雨水計画等との兼ね合い等もござ

いますので、十分検討が必要ということを申し上げたつもりでございます。 
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 それから、区画整理の見直しということについては、この点については先ほども申し上

げましたように、野洲川橋の橋梁についてはなかなか今日の財政事情の中で難しいという

ことが考えられますけれども、市としては今現在、この街路事業については県の方に要望

という形で、県で何とか事業をしていただけないかというふうな話もさせていただいてお

ります。 

 それと、右岸線の問題も実は一部ございまして、野洲川の側帯を現在計画線が走ってい

るとういふうなことで、これの見直しはもう必ずしていかなければならないということで

考えておるわけでございますけれども、今現在、市の方で右岸線の工事、斎場までの工事

をいたしております。それから守山中主線、そして旧北流の堤防を利用して野洲駅に至る

アクセス道路としてのこういった考え方もございますので、その辺は十分検討してまいり

たいと、こういうふうに思っております。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） それでは、野並議員の再質問、３点であったと思っ

ておりますが、お答えを申し上げたいと思います。 

 １点目は、今言う規制改革の中で直接契約というものについて、市としてどのように認

識をされておるかということでございます。この部分というのは一部で、まだまだ本市と

してはこの部分には詳しくも理解をしていないところですけども、そもそも子どもたちと

いうのは、市内の子どもたちが平等に保育、いろんな環境を与えられるべきだと考えてお

ります。 

 その中で直接契約というような、ある意味では市の権限の及ばないような範囲の中での

保育が実施されるということについては、当然市の保育行政についても混乱を来すものと

考えておりますし、子どもの子育てというのは、先ほどもおっしゃっていたように、いわ

ば保護者の経済力に、ややもすれば左右されるというような大きな危惧もございますので、

市としては今進めております公立保育を問わず、共に健やかに育てるような保育を目指し

て進めてまいりたいと考えておりますし、先ほど頑張っていただいているとおほめいただ

きまして、本当にありがとうございます。例えば、ここにご質問がありましたように障害

児保育につきましても、昨年県は行政改革の名のもとに、障害児保育の補助金も見直しを

し、実質的にはカットされておりますが、本市としては引き続き同じような形で私立につ

きましては補助をしていくということで、今年度予算もお認めいただいたところですので、
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そのような思いで進めてまいりたいと考えております。 

 そして、２点目の給食費のものですけれども、これにつきましては、今国の方では一応

定めておるのは主食、副食、保育材料とか、それに伴います炊事具とか光熱費ですね、こ

のようなものを含んで３歳未満児については月額９，５５０円、３歳以上につきましては、

主食を除くということですが、６，４６６円というような基準が示されておりますので、

公私立共にこの基準を踏まえながら材料費等も進めているところでございます。 

 あと、県内で認定子ども園等の新たな動きについてということでございますけれども、

米原市が第１号というのがスタートして、守山市も来年度、少し動きがあるようでござい

ますけれども、本市としましては、認定子ども園についてはまだまだ保育園を含めて、ま

た、施設運営を含めて少し課題があるということで、一足飛びに認定保育園までというこ

とはないんですけども、先ほど申しましたように、篠原の部分では年齢的に集団保育が幼

稚園の部分でもありますので、これまで２年ほど、ちょっと時間がかかっていますけども、

一元化にできないかということで主体としては考えております。この部分については再度、

今の状況も変わっていますけども、年内に利用者とか関係の方へのアンケートもとりなが

ら、１つの園として進めていけるような形で、市民の方のご意見、保護者の方のご意見を

進めながら、１つの園にしてまいりたいと考えております。 

 ということで、以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 野並議員の非常にきめ細かな質問が出て、意見の提言もござ

いましたが、お聞きをしていますとかなり厳しいご意見もお出しのようでございますが、

ちょっと去る者とは言いませんが、今まで経験したことをもってお答えを申し上げたいと

思います。 

 そもそも野洲の、当初は正面と言っていましたが、南、北駅前広場は、私、幸いなこと

に担当させていただきまして、私の手でつくりました。それがどうということじゃないん

ですよ。しかし、その時代にはやっぱり野洲の駅の乗降客、あるいは野洲の人口、中主さ

んを含めてですが、それはそれで適正な広場であったということは思いますが、今のこの

人口の急増した中で、あれだけの広場が到底その機能を果たせないと、これは誰も市民の

皆さんはお認めやと思います。 

 そこで、私は基本的に歩行者と車を早くに分離する。それで今の計画では、車は下をそ

のまま道路を活用しながら、歩行者は上へ上げて、早く上へ上がっていただいて駅に出て
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いこうと、これは北口も南口もそういう基本的な考え方です。金がかかる、かからんの議

論は別の話ですよ。やっぱりそういう形態の広場をつくることが安全であろうと、こうい

うように思います。 

 特に、北口の歩道のことをおっしゃっているんですが、今、旧ＩＢＭの用地の中に２，

７００人の従業員がお働きになっております。村田さんはここから２，０００人がバスに

乗っておられます。まだオムロンさんが７００人、京セラさんが１，０００人ほどふえる

んですよ、従業員が。そういうことも吟味しながら、今から駅舎の動向を考えていかない

といけないということですから、ブロックが高いとか低いとかどうやとか、歩道の端へバ

スを付けよとか、そんなことは専門家がお考えになっていること、また、法律によって規

制をされている公安委員会、それともう一点は、この南口の駅は、いわゆる私らがつくっ

たとき、建国協定というものがありまして、あれはＪＲが管理しているんです。土地は野

洲市ですが。北口は野洲市がつくって野洲市が管理していますけど、そういうようないろ

んなしがらみがあるんですよ。だから、おっしゃるように簡単にできないということと、

河野議員の質問にも出てくるんですが、やっぱり１年余り時間をかけて駅前中心市街地整

備検討委員会、ちょっと名前は定かでないのですが、やっぱり時間をかけて住民の皆さん

の意見を聞いてきてまとめているんです。議会でそういうふうにあれがあかん、これがあ

かんと言われたら、我々が時間をかけて市民の代表の皆さんの意見を聞いてきたことが何

やったのかと、こういうことになりますので、その辺は今後もそういうことのないように、

やっぱり事務屋は検討して、 小の経費で 大の効果を上げないといけないということで

検討をしているんですから、その辺はまた、もっと案の時代に意見を提言していただけれ

ば。 

            （発言する者あり） 

○市長（山﨑甚右衞門君） いやいや、それは時期があるはずです。 

 そういうことだと思います。ここで言われたら、もうその言葉が生きてきて、どうしよ

うも動きもないということになってきますから、それだけはお含みおきを願いたいと思い

ます。 

 それと保育園の問題、言葉の中にありました、おほめの言葉がありました。民営という

言葉が出てまいりました。預かり保育、その他いろんなことも出てまいりましたが、私は

絶えずこれは直営でいこう、公設でいこう、公営でいこう、これを頑張ってきました。し

かし、時代的な背景からいえば、もうこれがかなりの辛抱する時期ではないかと思います。
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これからいろんなおっしゃるように、例えば保育園の負担金を公設の場合は交付税に入れ

ると切ってしまいましたね。民営の場合は残しているんですよ。そういう国の施策が見え

てきているんです。だから、頑張ったのもここまでやと思いますよ。これから先はやっぱ

りそういう方向で行かざるを得んのではないか。部長も言葉を選んで言っていますけど、

私はそう思います。そういうことで、今後のやっぱり保育行政というものは考えていかな

いといけないのではないかと。 

 それと、ただ野並議員にお礼を申し上げたいんですが、絶えず私たちに非常に大きな提

言をいただいたことは知っております。学童保育もしかりです。しかし、私はその意見を

尊重しながら取り組んできたことだけは、ここで申し上げておきますので、評価をしてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 野並享子君。 

○１６番（野並享子君） もう１分ですので、歩車分離ということをおっしゃりながら、

結局下を残すという北口の発想ですよね。下を行き来するということを残して、上だけつ

くったって、結局下を渡るんですから、本当の歩車分離にはならないんです。その発想だ

けはきっちりしていただきたいと思います。 

 あと、保育行政につきましては、流れが民営化に進んでいることは確かです。兵糧攻め

に遭っています。けども、この直接契約をしていった場合、低所得者は必ず入れなくなる

んですよ。３万円、４万円という保育料を払えません。公立が必ずそれを担わんならんよ

うな状況を残しているんです。だから、この契約のところに乗ったらあかん、高額所得者

も含めて保育料としてもらっているんですから、そこで運営をしていくということをやら

ないと、民間では、この直接契約では保育料を収入に応じて段階的にするということには

ならないんです。十分それを認識をしていただいて進まないと、流れがこういう方向で来

ていますので、よろしくお願いします。 

○議長（林  克君） 次に、通告第９号、第１７番、小菅六雄君。 

○１７番（小菅六雄君） それでは、３点について一般質問を行います。 

 １点目に、原油高から暮らしを守る施策の実施についてであります。 

 今日の原油高騰によりまして、市民生活に深刻な影響を与えています。原油高、また穀

物高、これらのダブルパンチで食料製品の大幅な値上げ等、生活保護を含む低所得者及び

高齢者世帯はもちろん、市民全体の暮らしを直撃しています。 
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 同時に、市内産業を見ましても、とりわけ経営基盤の弱い運送業者や、これまで話があ

りました農業分野等々、さらに福祉関連施設や事業者でも経営運営の存立の危機を迎えて

いると言っても過言ではありません。 

 根本問題は、ヘッジファンドによる投機マネーが大きな原因と言われておりますが、こ

れを国際的に規制するという国政レベルの問題もありますが、大事なことは市民の暮らし、

また市内における産業が脅かされている現状から市行政そのものも対策を行うことは、自

治体としての責務であります。 

 １点目に、原油・石油の高騰による市経済、市民生活への影響の実態調査も必要と思い

ます。その上に立っての対策が必要と思います。これについてお聞きしたいと思います。 

 ２点目には、影響のある産業やまた事業所に対して、緊急の融資枠の設置とか利子補給

制度の実施等、あるいは雇用者、短期雇用への人件費補助など、これらの独自施策も考え

るべきだと思います。 

 ３点目には、昨日も少し言いましたが、こういう現状の中で生活困窮者の弊害が予想さ

れています。教育委員会でも就学援助の認定基準を現在の１．２では今日の暮らしの実態

から救えていない部分があると思います。そういう意味で、当面１．５にするとかを求め

てきたわけでありますが、これについて検討を求めたいと思います。答弁をお願いいたし

ます。 

 ２点目に、農業振興についてであります。これまで振興施策の推進を求めてまいりまし

た。６月議会での政策監の答弁は、国の水田経営所得安定対策、米政策改革推進対策及び

現在の農地水環境保全向上対策、いわゆるこの農政３法により米の価格安定や食糧自給率

の向上、または担い手農家の育成振興、ひいてはこのことが市の農業振興につながる旨の

答弁をされました。 

 さらに答弁では、これに基づき本市の農業経営基盤強化の推進に関する構想、あるいは

水田農業ビジョンが農家と消費者の立場に立ったものであるとも答弁されました。しかし、

本当にそうなのでありましょうか。市農業の現状を見ましても、これまで指摘しましたよ

うに、ますます深刻、疲弊、崩壊の一途ではないでしょうか。私はこのような市の認識で

は決して市農業の振興はならないものでありまして、多くの農家、市民の認識とはずれて

いると感じます。 

 そこで１点目に、現在の市の構想とビジョンは、私は国の農政追随の枠内の施策方針で

あり、市としての具体的な振興方針が示されないと考えますが、今議会でも改めて市が言
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うような野洲市農業の振興と本当になっているのかどうか、どのように考えているのか改

めてお聞きいたします。 

 ２点目に、現在、全国の多くの自治体では、市独自の振興施策、あるいは条例も制定さ

れています。愛媛県の今治市では、今治市食と農のまちづくり条例が制定されています。

市としての農業振興をこれをもって推進をしています。条例で地域の食文化と伝統を重ん

じ、地域資源を活用した地産地消を推進することにより、食料自給率の向上と、安全で安

定的な食料供給体制の確立を図る。また、市民に食と農林水産業の重要性が理解されるた

めの食育を実践、さらに農林水産業は農地、森林、漁場、水その他資源と担い手確保等々

をこれらを基本理念としています。 

 さらに条例を詳しく見ますと、今言いました目標や理念に基づき、市農業の振興方法と

して地域農林水産業の振興策の策定を条例の中で義務づけております。その中では、先ほ

ど言いましたように地産地消と食料自給率の向上、多様な担い手の育成などを柱にしてい

ます。 

 さらに、この条例に基づく振興策推進の特徴は、市民参加で進めているということであ

ります。条例では農林水産業者、消費者、食品関連事業者、また関係機関及び団体の者、

学識経験者で構成する食と農のまちづくり委員会が組織されています。 

 この委員会は、市長に意見を述べると共に、施策の検証、評価などを行う機関でありま

す。簡単に述べましたが、このような条例を制定して振興を進める自治体が今ふえてきて

いますが、問題は市行政が農業と市の振興、まちづくりへの姿勢が問われている今、試さ

れていると私は考えています。 

 去る２９日、兵主学区と中里学区の自治会長の皆さんと同学区の議員との行政懇談会が

ありました。この中でも市農業について意見もありました。野洲市の農業はどうなるのか、

あるいは市の農政が見えない、このままでは地域が維持できなくなる不安を持っているな

どの意見が出されました。ですから、私は国の農政３法で野洲市の農業振興が図れるとい

う姿勢ではなく、市としての確固たる農政を推進すべきと考えるものでありまして、その

要となる振興条例の制定が必要と思いますが、改めて見解をお聞きいたします。 

 農業振興の３点目、これは具体的な問題で１点質問したいと思いますが、例えば、先ほ

ど言いました自治体としての食料自給率向上へ地産地消をどう推進するかであります。こ

の問題は、学校給食での地元農産物の使用を中心にこれまで議論され、一層の努力は必要

でありますが、本市でも推進されてきました。それはそれで、これまでの努力を評価する
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ものでありますが、問題は、地産地消というものは当然のこと、行政、農業者、そして市

民全体で取り組むべき課題であります。 

 これまで、学校給食での地元農産物使用にとどまらず、地産地消を市内の企業の社員食

堂、病院、あるいは介護施設などの給食など、視野を広げた取り組みが必要と考えます。

この取り組みも現在全国的に広がりつつあります。まだまだ推進途上でありますが、例え

ば埼玉県飯能市では農業委員会として地産地消を取り組み、病院、介護施設にも地元農産

物の利用を進めようとしています。四国の四国中央市でも地産地消を推進する都市宣言が

され、推進しています。同時に、先に言いました今治市でも地産地消は地元自治体の食料

自給率と地産地消は一体のものとして取り組んでいます。 

 このように、全国的にも取り組みが強化されつつありますが、この問題でも大事なこと

は、これを推進しようとすれば単に行政だけが音頭をとって推進できるものではありませ

ん。行政はもちろん、農業者や農業団体、企業等々を含めた団体、市民、消費者など、全

体で取り組む必要があります。これについての見解をお聞きします。 

 いずれにしましても、こういう意味から本当に全分野にわたり、野洲市の農業振興のた

めに本市農業の理念、目標、推進体制を定めた市独自の条例が必要というゆえんでありま

す。この地産地消の今の提案について答弁を求めます。 

 大きな３点目、野洲養護学校の問題であります。これも６月議会で通学路の問題を質問

しましたが、その後の経過も含めて改めて本会議でお聞きして確認しておきたいと思いま

す。 

 養護学校の通学路の問題であると同時に、以前も言いましたように、野洲市としての長

年市内で も危険な道路の１つとして早期の対策が求められていました。高木地先から篠

原駅までの歩道整備を含む早期の対策が必要でありますが、６月定例議会後、一部歩道整

備が現在行われております。しかし、根本的解決にはほど遠いと言わなければなりません。 

 そこで、問題を１点だけ絞りますが、当面、養護学校の、とりわけ危険な現在の通学路

の通学対策として、市内循環バスを利用できないかということであります。この件では、

昨年になりますが、９月２１日、野洲養護学校の開校にあたりまして、県教育委員会の学

校教育課から野洲市に対して循環バスの利用ができないか、利用を求める要望が本市にさ

れています。このときは生活安全課が中心になりまして、養護学校やバス事業者と共に検

討が一応されました。しかし、現時点ではバスのダイヤの問題、あるいはバス停の位置な

どの関係で実施に至らないでいます。ですから結果として引き続き現在も危険な状況が続
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いています。 

 そこで、今後の方向ですが、県教育委員会からも、イコール養護学校からも循環バス利

用の要望がなされたとき、１つはこの検討を生活安全課１課で検討されていたようであり

ますが、私はもっと担当課を含め、道路河川課になるんでしょうか、それと教育委員会も

連携して全体でよりよい対策を検討すべきだったと思いますが、この点、検討の経過はど

うであったのか。 

 また、今後このバス利用へ早期に検討して実現できるような対策、結論を出すべきと考

えますが、この際見解をお聞きしておきたいと思います。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、小菅議員の原油高から暮らしを守る施策実施

についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、原油高、原材料高の高騰に端を発する国内経済の窮状については、

本市も見逃すことのできない問題であると認識をしております。ご質問の１点目の実態調

査についてでありますが、全国商工会連合会では７月初めに原油・原材料価格の高騰に関

する中小企業緊急調査を既に実施されているところであります。本市が改めて独自に実施

する必要はないものと考えております。 

 次に、２点目の特別支援策についてでございますが、議員ご承知のとおり、本市では中

小企業向け対策といたしまして、これまで低利かつ簡易に利用できる小規模企業者小口簡

易資金貸付制度、及び小規模企業者向け制度融資に関する利子補給制度を実施していると

ころであります。原油高騰に対する緊急対策として８月末には、国は、安心実現のための

緊急総合対策をまとめ、原材料価格高騰対応等緊急保障制度、これ仮称でございますが、

の導入や、セーフティネット貸付制度の強化など、中小企業の資金繰り対策を中心に今年

度に実施する方針を示しております。 

 また、滋賀県では、早ければ９月中に原油・原材料高騰緊急対策資金、これも仮称でご

ざいますが、貸付制度を創設することを確認をいたしております。これら国、県が実施す

る施策効果や、今後の物価等の動向については、今しばらく注視をしてまいる必要がござ

います。 

 なお、現時点で本市独自の緊急経済対策の実施は短期の雇用者の人件費補助制度等も含

め、考えておりません。 

 一方、農業分野も同様、原油、肥料価格高騰に対する影響を受けております。特別支援
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策は今のところ考えておりませんが、国、県の動向を見ながら、ＪＡおうみ冨士と協議・

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の生活困窮者の支援について、お答えをさせていただきます。 

 生活困窮者については原油高騰等、諸物価の上昇はいち早く生活に影響を及ぼすところ

ですが、生活保護基準は生活を保障するために国民の消費水準を基本に、厚生労働省にお

いて定められ、必要に応じて国において見直しが行われるもので、現時点では１１月から

３月までの間は冬季加算として保護費に追加して給付されております。 

 このことから、市の独自の生活保護基準引き上げについては考えてございません。 

 また、就学援助費の準要保護児童・生徒援助費補助金につきましては、平成１７年度か

ら国の補助分が税源移譲されたため、各自治体において地域の実情に応じた認定支給を行

っておりますが、近年の受給率の上昇等を考えますと、今後の就学援助費の認定基準等に

つきましては、現在のところ、見直す予定はございませんので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（林  克君） 環境経済部政策監。 

○環境経済部政策監（土肥義博君） それでは、小菅議員の農業振興についてのご質問に

お答えをいたします。 

 まず１点目の、本市の農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想ですとか、あるい

は野洲市水田農業ビジョンについて、国の農政追随の枠内の政策であって、野洲市農業の

振興とはなり得ないというご指摘でございましたけれども、これは３月の定例会での日本

共産党の代表質問ですとか、先の６月定例会での小菅議員の一般質問でもお答え申し上げ

ましたとおり、いわゆる農政３対策でございます水田経営所得安定対策ですとか、あと米

政策改革推進対策、及び農地・水環境保全対策を的確に推進して、それによって野洲市の

中の担い手の育成振興を図っていくと、そういうことが本市の農業振興施策として 重要

課題と認識をいたしております。 

 こうした農政３対策を的確に推進をするために、農業経営基盤強化の促進に関する基本

的な構想ですとか、あと、野洲市の水田農業ビジョンに基づきまして着実に進めてまいり

たいと考えてございます。 

 ２点目の、農業振興条例制定についてのご質問でございます。これは、今の１点目のご

質問の答弁と重複いたしますけれども、本市の農業基盤経営強化の促進に関する基本的構



 －183－

想ですとか、野洲市水田農業ビジョンに基づきまして着実に進めてまいりたいと考えてご

ざいますので、条例の制定は現在のところ、考えてございません。 

 なお、これは全員協議会のときにもご紹介申し上げましたけれども、今年度から着手い

たしました本市の農業振興地域整備計画の見直しにあたりましてアンケート調査を実施し

ているところでございます。まだ集計は途上でできてございませんけれども、アンケート

でいただいたご意見も踏まえながら、本市の農業振興のあり方について議論を深めてまい

りたいと考えてございます。 

 あと、３点目の地産地消の推進についてご質問でございます。これは、できる限り地元

で生産されたものは地元で消費するということが当然流通コストの節減にもつながります

し、そういった点でも本市といたしましても進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 現に、本市に進出をしている企業から、地元貢献の一環として社員食堂で地元の野菜を

受け入れる可能性にも言及されてございます。これを受けて事務的に検討を始めさせてい

ただいております。 

 また、本年７月でございますけども、地産地消、並びに農商工連携に関する近畿農政局

と、あと社団法人関西経済連合会との連携等についてという、こういう文書が両者で交わ

されてございます。その中で、地産地消の取り組みをさらに発展させるためには直売所等

のみならず、事業所給食、いわゆる企業の社員食堂における地場農産物の利用推進が重要

というふうにされてございます。本市としてもこうした取り組みを積極的に進めてまいり

たいと考えております。 

 さらに、今議員からご指摘のあった、まとまった需要のある市内の各種施設にも地産地

消の取り組みを広げていく方向で検討してまいりたいと考えております。地産地消の取り

組みについては、これまでもすまいる市等でも取り組まれている経緯もございます。そう

した取り組みとも連携しながら、幅広く進めていくことによりまして、野洲産の農産物の

よさを認識していただければと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 総務部長。 

○総務部長（前田健司君） 小菅議員の３点目の通学の安全対策についての一般質問にお

答えをいたします。 

 野洲養護学校に対応いたしました循環バスのバス停の新設につきましては、現在学校近
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くの県道近江八幡守山線沿いにバスが停車できる箇所がございませんことから、県道の改

修について県道路計画課等の関係課と今日まで協議をしておりましたが、安全にバスが停

車できる場所の確保は困難な状況にございます。 

 また、新設の光善寺橋を渡り、養護学校の駐車場で旋回する方法も考えられるわけでご

ざいますが、養護学校の正門は児童の安全対策上、常時閉まっておりまして、旋回ができ

ないことから断念せざるを得ない状況となりました。 

 また、既存の光善寺バス停を養護学校寄りに移転ができないかについても、地元の方と

も協議調整をさせていただきましたが、この件につきましても協議が整わずに不調となっ

た結果になりました。 

 以上のような経過から、バス停の新設等につきましては現状の県道近江八幡守山線の道

路の構造上から難しい旨を野洲養護学校の方にご説明をいたしまして、当面は篠原駅から

１区間ではございますけれども、循環バスがコースがございますので、この既存の光善寺

バス停までご利用をいただくようご理解をいただいておりますので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 暫時休憩します。 

            （午後２時１０分 休憩） 

            （午後２時１１分 再開） 

○議長（林  克君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） それでは、小菅議員の教育委員会の関係につきまして答弁さ

せていただきます。 

 ただいま、各部長から答弁いたしましたことと重複いたしますが、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 まず、原油高から暮らしを守る施策の関係でございますけども、その中の就学援助費の

関係でございます。就学援助費の準要保護児童・生徒援助費補助金につきましては、平成

１７年度から国の補助分が税源移譲されたために、各自治会におきまして地域の実情に応

じた認定支給を行っておりますが、近年の受給率の上昇等を考えますと、今後の就学援助

費の認定基準等につきましては、現在のところ見直す予定はございませんので、ご理解い

ただきたいと思います。 
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 それから３点目の、野洲養護学校に係ります通学の安全対策の関係でございますけども、

こちらの方は総務部長の方から答弁を申し上げましたとおり、生活安全課の方で一応窓口

になりまして、検討の協議に臨んでおります。教育委員会の方は直接携わっておりません

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 小菅六雄君。 

○１７番（小菅六雄君） 今、くしくも答弁ありましたように、例えば３点目の問題から

いきますが、養護学校の通学バス利用ですね、初めに言いましたように道路河川課になる

のかな、教育委員会、それから担当課、三者一体でもっと連携を密にして、積極的にもっ

と対応を検討しないとだめだと思いますが、何か本当に養護学校なり、県教委から市に対

して要望があるにも、今何か聞いていると余りにも対応が冷たいですね。言葉じりを取る

わけじゃないですけども、担当課を窓口にやってもらっているので、教育委員会は何か関

係ないがごとく、たしか６月議会だったかな、質問したところです、安全対策については。

本当にこういう深刻な問題でありましたら、もっと教育委員会も、それからバス停の位置

が本当に大変なのだったら、もっと県に要望するとか、そういうことも含めて関連３課が

連携してもっと積極的に、それでなくても本来循環バスが高齢者、あるいは障がい者の皆

さんの福祉的バスとして実施したのと違うんですか。その肝心なところが利用できないっ

ておかしいじゃないですか。そう思ったら、今の教育部長の答弁は、私は本当に冷たいと

思います。 

 改めてお聞きしたいと思います。今後、積極的に県とかにバス停の位置をきちっと確保

できる道路改良を求めていくのか、そういうことやら含めてですね。 

 それと、本来教育委員会なら、もっと学校、県教委とも相談して、確かに時間中はあの

学校の中には入れないです、全面的に閉まっていますから。さっき駐車場も無理と言われ

ましたが、私もあそこ、１回、２回、視察に行きましたが、あれだけ広い敷地の中で、私

は何等かの改善策はあると思いますよ。学校の敷地に入っても５分も１０分も時間は長く

なりません、数分ですから。そういう意味では本当に検討がされていないと思います。検

討したと言われますが、改めてお聞きしたいと思います。 

 それと、逆になりますが、２番目の農業振興の問題でありますが、今ある市の方針で着

実に進めていきたい、言葉を変えればそれでいいと言われましたが、同じことを繰り返す

つもりはありませんが、６月議会では中身は余り触れなかったんですけど、今政策監が言
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われましたこの基本的な構想、今回はじっくり 初から 後まで読ませていただきました。

細かい字でいっぱい書いていて、つくられた方に敬意を表しますが、問題は中身でありま

して、言いましたように、一言で言うならば国の施策に基づいた野洲版であると、私は言

っているわけなんです。 

 それで、第１章にこの野洲の目標が書かれていますよね。ここには農業、工業の現状を

見て、農業者が職業として魅力とやりがいのある産業にするとか、そのため、他産業並み

の所得と労働時間の水準が実現できる農業構造を目指す。これだけ読むとそのとおりなん

です。問題はその後なんです。このために、育成指導方針が書かれていますが、ここが問

題なんです。いろいろ書かれていますが、結論的には農地と農家の集約化以外に生き残る

策はない、これは原文のとおり言っているわけではないですよ、私は言葉を短くして言っ

ているわけですけど、さらに、構想のすべての分野に枕言葉としまして、「効率的かつ安定

的な農業」、この言葉があちこちに書いているんです、強調されているんです。 

 つまり、これは何かと言うと、野洲市農業のみならず、この日本の農業ですね、維持形

成してきた小規模農家の離農を促しているんです、あちこちで。 

 例えば、構想では小規模農家の実現、こんなことが書かれているんです。安定的農業経

営と小規模農家、そして高齢者農家との間で補助労働力の提供により役割分担を明確化す

る。このことが地域資源、すなわち農地のことを指していると思うんですけども、地域コ

ミュニティーの維持が図れる。ひいては地域全体の発展に結び付くと書かれているんです

が、小規模農家、高齢者農家は、いわゆる安定的農業経営者の補助労働力の提供に位置づ

けてあるんです。これはいかがなものか。私は、今市内の農家が、農業者が本当にこんな

ことを思っているのか、このような推進では発展するどころか疲弊、破壊の一途だと思い

ます。だから、私が現在の構想は制度の、農業破壊の、農政の野洲版に他ならないと言っ

ているわけなんです。 

 だから、いま一度、国イコール野洲農業方針ではなくて、多様な担い手を含めた独自の

農業方針を持てばいいんですよ。それが今本当に必要なんです。あなた方が今まで進めて

きた農業施策によって、先ほど自治会との懇談会で言われましたように、多くの農家の方

が、くしくも区長さんの１人が言われたわけですけども、もう野洲の農業はどうなるんや

と、心配や。不安や。今までやってきたことがそう思っている、皆さん農家が。だから、

言っていますように、野洲独自の農業方針を持つこと、これが農業者のみならず消費者、

行政、市民一体で推進する、そういう方針を持つためにも、私は強力に推進するための振
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興条例が、先ほど今治市の例も言いましたが、必要ではないでしょうかと言ったわけであ

ります。改めてお聞きしたいと思います。 

 それと、１つの例として地産地消を言いましたが、学校給食、今回特色米利用で、これ

は評価するものでありますが、さっき言いました、他の公的機関、さらに広げて民間施設

をどう進めるかということなんですけども、これも農業全体の問題と一緒ですけど、先ほ

どの答弁をお聞きしていますと、もちろん今後広げる方向で検討したいと言われましたが、

それは評価するわけですけども、しかし、進める方向が何かばくっとして、単に地産地消

をすべての分野で広げましょうという、単にアピール的なことしか今聞こえなかったんで

すけど、私は体制が必要やと思うんです、もっと。 

 これも例えばですけど、この民間施設も含めた地産地消の推進は、まだまだ全国的にこ

れからの分野なんです。学校給食はもう多く取り上げられますが。例えば、北海道の岩見

沢市というところがあるんですけど、ここが比較的、ここも途上ですけど、官民一体で推

進していると思うんですけど、学校給食はもちろんですけども、市立病院、これは市の施

設ですけども、老人ホーム等ですね、あと、どういう施設かちょっとよくわからないんで

すけども、ふれあい子どもセンターとか、そこでも給食をしているみたいですけども、そ

ういうところではもちろん米は市立病院も含めて、市立病院ですから全面１００％地元産

ですけども、学校給食でも当然野菜は４０％になっているんです。やはりこれは市全体の

取り組みが強まっている証拠やと思うんですけども、現時点で岩見沢市が努力しているの

が課題の民間施設の地産地消です。 

 １つは民間保育園、当面努力していこうというのが。そういうことも積極的に取り組ん

でいるらしいのでありますが、問題は体制と言いましたが、その進め方。聞く範囲では、

例えば１点目に民間保育園を対象にした献立の研修とか、健康祭りなどの各種イベントを

通じて理解、利用促進を図っているとか、あるいは市民全体への利用促進に、これもさっ

き言いました生産者、消費者、農業関係者、行政が連携しながら、具体的には岩見沢市農

産物消費者拡大推進協議会というのを立ち上げられまして、ここで推進されているもので

す。 

 だから、本当にこれを進めようとすれば、単に行政がアピール的な音頭をとっているだ

けでは進まないんです。行政だけの努力では限界がある。そういう体制づくりが必要であ

ります。そういう意味でお聞きしたわけでありまして、先ほど答弁されましたように、今

後進めるべき課題ということで検討したということは評価しますが、具体的に今言ったそ
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ういう体制づくりも含めて必要だと思いますが、改めてこれも見解をお聞きしたいと思い

ます。 

 それで、岩見沢市、ちょっとこれ間違っているかもわからないんですけども、学校給食

以外、他の特別養護老人ホームとか老健施設、野洲市で言うなら野洲市でもそうですけど、

あと民間企業ですね、これの食堂の全体のまかない材料費というのは、ちょっとどこの市

かは忘れましたが、当然野洲市でもないですけど、単に１，０００万円、２，０００万円

どころではないですね、数億円単位ですね。本当に地産地消を進める大きな目標どころで

すね。そういう意味からも本当に必要やと思いますので、もう一度お聞きしておきたいと

思います。 

 それと、一番初めの原油高による暮らしの問題でありますが、岡野部長、先ほど市民と

いうか、市内の実態調査は必要ないと言われましたが、全国調査があるので。しからば、

全国調査の結果から見て野洲市の位置はどうなのか、教えて下さい。調べないからには全

国調査で野洲市の状況が見えるという意味の答弁なんですね。全国調査から見まして野洲

市の位置はどうなのか。必要ないと言われたからには責任を持って答弁をお願いいたしま

す。 

 それで、私は野洲市の姿勢を怒ってばっかりしているわけじゃないんですけども、この

原油高、灯油なりガソリンの高騰ですね、これによる市民の暮らしの大変はもう今の問題

じゃないんです。昨年の冬も含めて大変であったわけでありまして、昨年の冬、県下２６

市町の中で１４の市と町で灯油補助制度を実施された。それで、前の冬ですね、野洲市も

実施すべきと市長に申し入れをしました、私ども共産党議員団として。そのときは、野洲

市では必要ないという答弁というか、市の回答やったんですけど、言いたいのは、やはり

市の認識といいますか、原油高の認識、市民の暮らしの認識、対応の後手の遅さと思うん

です。それは指摘しておきたいと思います。 

 それはそれとして今が大事ですので、それで、例えばさっき言いましたように、この冬

は県下で多くのまちで灯油補助がされましたが、今の現状を見て、この９月定例議会で湖

南市では通所施設の移送のガソリンですね、特養とか共同作業所とか、ちょっと詳しくは

わからないですけども、そういうところのガソリン補助をこの９月定例会の補正で補助制

度を早速実施されたらしいんですけども、それでなくても共同作業所を含む通所施設の財

政運営というのは大変なんです。そこから考えますと、先ほど言いましたように、後手、

後手に回らず、これから迎える冬の生活困窮者への灯油補助はもちろん、たちまち今大変
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な、例えば通所施設等への移送のガソリン代補助などを、これも含めて考えるべきやと思

うんですけども、そこら辺はどうなのかお聞きしておきたいと思います。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） それでは、私の方からは野洲養護学校に係ります通学安全対

策の関係で、教育委員会に係る分についてお答えをしたいと思います。 

 まず、市の教育委員会として全くこの件について関係がないということではございませ

んでして、少し言い訳になるかもわかりませんけども、昨年９月に県教委から要望があり

ました件は、直接生活安全課の方に行かれましたので承知しておらないというようなこと

でございますので、ご了解いただきたいと思います。 

 それから、総務部長の方から答弁がございました、養護学校の敷地内はかなり広うござ

いまして、中へ入れば旋回できるスペースは十分ございます。門扉が閉まっているからと

いう答弁をさせていただいたんですけども、要望されておられます養護学校の方で協力が

得られれば可能かとも思いますので、ただ、それは朝の時間帯だけの改善策でございまし

て、帰りがけ、夕刻の方はどうしても循環バスの時間帯が合わない状況でございます。そ

の辺は小菅議員おっしゃっていますように、抜本的な改善策として、やはり県道の改良、

バス停の移転等が必要になるのかなというふうに思われます。 

 参考までに、現在１７名が高等部の方で通学をしておりまして、このうち１１名は篠原

駅から徒歩で通学をしているようでございます。その他の６名は、自宅から自転車通学を

されておられるようでございますけども、こういった子どもさん方のために何とかもう一

度、ご意見いただいておりますように関係課が連携をとって調整を図ってまいりたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 環境経済部政策監。 

○環境経済部政策監（土肥義博君） それでは、小菅議員の再質問にお答えを申し上げた

いと思います。 

 先ほど、小菅議員の方から農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、この中に

はかなり効率的かつ安定的な農業とか、こういうようなくだりがあったりとか、国の農政

に追随しているような構想に過ぎないじゃないですかと、それよりはもう少し独自の農業

の基本理念を掲げたような条例をつくればいいんじゃないかというようなご指摘かと思い

ます。ただ、今のこの野洲市の農業を考えた場合に、かなり兼業農家が多うございます。
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当然、どんどんと農地が細分化されてくればくるほど、当然農業の生産性が上がらないと、

そういう状況の中で、今、農業を農業として成り立たせるにはどういうふうにすべきかと

いうようなところで言えば、やはり規模を拡大していくというような、そういう方向性が

農業を守っていくという視点では望まれる方向性かなと。ただし、小規模農家の話がござ

いましたけれども、小規模農家に対してどういうふうにするかというところは、今はこう

いう細分化されている中で、どうしてもそれを大転換して担い手に任せますというところ

までは、なかなか土地を持たれている農家の方が現にいらっしゃる中で、そこはできない

ですよと。ただそれの、まあ言えば中間形態というような形での集落営農というような形

を進めながら、それをゆくゆくは法人化の方に結び付けて行く、そういうような方向で進

めているということでご理解をいただければというふうに思います。 

 あと、地産地消の関係で、北海道の岩見沢市の例を出していただきまして、実は私も１

０年ほどに２年ばかり、平成９年、１０年ぐらいは私も、ちょっと個人的な話で恐縮です

けども、岩見沢市で住んでおりまして、そこで私も国営の事業の現場も持たせていただい

ておりました。確かに、あちらの方ではかなりいろんな施設で積極的に地産地消を進める

ような取り組みをされてございます。私も、さっきも何か答弁が余りにも表層的じゃない

かというようなご指摘かと思いますけども、当然今までも野洲市の中でも、先ほどの答弁

でも申し上げましたように、すまいる市というのはこれはまさに地域ぐるみでされている

取り組みもございます。当然そのすまいる市の取り組みよりはもう少し、例えば病院です

とか、あるいは社員食堂ですとか、そういうようなところまで規模をぐっと広げていくと、

なかなかそのすまいる市だけの対応ではできない、もちろんそういうところまで広げてい

こうとすると、確かにそういう大きな組織が必要になってくるというのはご指摘のとおり

でございます。 

 私どもは、先ほどにも申し上げたとおり、ある企業から社員食堂で使ってはどうかとい

うような、そういうような可能性についても言及されたということもございますので、今

そのあたりを検討途上ということでございます。まだそういう点では十分煮詰められてい

ないというところはございますけれども、今後そういうところは重点的に検討を進めてま

いりたいというふうには考えてございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） それでは、小菅議員のご質問にお答えをさせていた
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だきたいと思います。 

 灯油の補助という部分で、昨年度１４市町で取り組まれたということで、私も承知して

いるところでございます。昨年、おおむね５，０００円前後の補助をされた。その内訳と

しまして前年度の価格差がおおむね２２円で、３カ月分という積算の中で５，０００円と

いうのはおおむね採用された金額ではないかと考えています。 

 本市につきましては、直接の部分ではないんですけども、他市に比べて高齢者の方とか

障害のある方への特別な支援ということで介護激励金という制度もある中で、一定限、当

然生活が厳しい状況にあるものの、その部分にも充てていただきながら冬を越していただ

くというような思いもございます。 

 昨日の議案質疑の中でもお答え申し上げましたように、今回、このように長引く高騰と

いうことで、前年度に比べまして３３円、平均価格で現在上がっているということで、本

当に生活の中で、低所得の中で、それらの方については厳しい中で対応をしてまいりたい

なというか、福祉の中で検討をしてまいりたいというのをお答えを申し上げたところでご

ざいます。 

 湖南市の事例を挙げていただきまして、障がい者の施設ということで、自立支援法と共

に作業所の運営も厳しくなったということで、国としては緊急の経済対策としまして、通

所の送迎には１回当たりたしか３００円か４００円の特別対策についても取り組まれて、

一定限、送迎用の部分には支援をされているということですけども、この部分についても

一層石油等が高くなるということですので、その辺も含めて少し早急に検討してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、小菅議員の再度の質問にお答えをいたします。 

 商工会連合会の全国調査から見た野洲の実態はどうかと、そして見解はどうかというこ

とでございますが、今回の調査にあたりましては、全国で１，６０４社ということでござ

いまして、そして、県内でも４カ所でございます。これははっきりした数字が出ておりま

すので、そういうことでございます。 

 その中に、野洲市の商工会は入ってございません。そんなことで、ただ県内４カ所のう

ち、湖南市、湖南の商工会も入ってございます。近接しておるわけでございまして、それ

が全国的なレベルでの調査結果ということでございまして、それによりますと９８％の事
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業所、当然今回の原油、あるいは原材料の価格高騰ということにつきまして、本来コスト

増、上げたいというのが約４５％、しかしながら、なかなか価格への転換が難しいだろう

という回答でございます。 

 それと、問題が今の原材料価格の高騰が長期化した場合でございますが、当面耐えると

いうことも５３％の事業所が示されておるという、この今回の結果で出ておるわけでござ

います。 

 ただ、小菅議員おっしゃるように、全国的にも野洲市の商業者につきましても、今回の

問題というのは大変なということも当然認識するわけでございます。そのために、国・県

で新たな制度を設けていこうということでございますし、野洲市は以前から小規模事業者

につきましては小口簡易制度資金、あるいは県の制度融資ということに対しまして、特に

県下でも少ないんですけども、利子補給制度も継続してやっているという現状もございま

す。そういうことから、冒頭お答えいたしましたように、今の動向を今しばらく注視をし

ながら、国、県の施策の動向をどういうふうに実施されるかということも見極めながら、

また近隣の動向も踏まえて考える必要があるというふうに思いますので、そういう観点に

立ちまして、この原油高を乗り切るような施策といいますか、そういうことで、国、県の

大きな支援を得て市のできることをしていく考え方でありますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（林  克君） 暫時休憩いたします。再開を３時といたします。 

            （午後２時４３分 休憩） 

            （午後３時０３分 再開） 

○議長（林  克君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、通告第１０号、第３番、梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） ３番、梶山幾世でございます。平成２０年度９月定例会において、

私は次の４点について質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、多重債務対策の調査についてお伺いいたします。 

 市民生活相談室の相談体制も、相談員１名から２名へと増員され、市民からはいつ行っ

ても相談できるので安心だと喜ばれております。 

 また、納税推進室の設置もされており、税の収納率の向上に努力していただき、滞納者

への対応も充実してまいりました。しかし、まだまだ税の滞納者で、多重債務で苦しんで
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おられる方があります。昨年の質問の折にも触れましたが、一昨年の５月現在で消費者金

融から融資を受けている個人顧客約１，４００万人のうち、５件以上借りている多重債務

者は２３０万人、平均残高２００万円を超え、少なくとも１社に対し３カ月以上返済して

いない人が２５０万人いるとのことです。 

 本市においても、今年の４月からの相談者は３１５件、そのうち２割は多重債務の相談

とのことです。本市は市民相談室、市民相談窓口ネットワークを活用した多重債務相談の

取り組みを他市に先駆けて実施し、全国からも視察者が多く見えております。 

 多重債務者のほとんどは、家族に内緒で借金し、１人で悩んでおられます。また、家族

で借金を抱えている人も、自ら進んでは相談できにくいものです。それだけに、本市のネ

ットワーク体制の充実が必要となってまいります。 

 私も相談を受ける中で、昨年住民税が高過ぎると怒られ、訪問させていただきました。

その方に、借金はないのですかと聞きますと、５社ほどの多重債務者の方でした。私は、

皆が払っている住民税が高いと怒ることよりも、借金の整理をすることの方が大事だと話、

必ず借金は解決しますと断言し、相談員のところへ行っていただきました。 

 その後、生活再建でき、ゆとりができたと喜ばれました。本市において、このネットワ

ークの各課の担当者が対応の中で借金の有無を引き出し、相談員と連携をとることが解決

の早道となります。 

 そこで質問をいたします。 

 １つ、納税推進室では嘱託職員で収納に努力していただき、個々において借金の有無を

聞かれていることと思いますが、納税推進室としての方針を明確にした体制づくりが必要

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 ２点目、学校教育課の給食費の滞納、また幼児課の保育料の滞納者にはどのようにカウ

ンセリングされているのか、借金の有無等の確認で、市民生活相談室と連携がとれている

のかお伺いいたします。 

 ３点目、このネットワーク体制の取り組みの研修を年２回されているようですが、この

２回で十分なのか、各担当者に浸透しているのか、対応に成果が出ているのか、以上の点

について見解をお伺いいたします。 

 次に、地球温暖化防止対策として緑のカーテンの普及についてお伺いいたします。 

 今年もまだまだ厳しい残暑が続いております。８月、守山市役所を訪れた際、議会事務

局等のベランダにあるゴーヤとツルムラサキの見事な緑のカーテンを見せていただき、感
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動いたしました。そのカーテンを見ているだけで涼風を感じたほどです。全国的にもこの

緑のカーテンを普及させて地球温暖化を防止しようと取り組まれている記事を目にします。 

 また、愛知県では７月から県内の小学校４校と中学校１校でこの緑のカーテンを活用し

た体験型の出張講座をモデルに実施されている記事も目にとまりました。 

 講座では地球温暖化について学んだ後、児童や生徒が自ら育てた緑のカーテンを活用し、

その恵みを体感できるのが特徴で、講師は県の地球温暖化防止活動推進委員が務めるとの

ことでした。この緑のカーテンについて、見た目の問題だけではなく、植物を生育してい

く取り組みを形として残す重要性を強調しておられました。また、環境に対する子どもた

ちの関心が高まれば家庭から地域へと広がっていくと述べられておりました。 

 本市におきましても、環境学習の一環としてゴーヤ、ヘチマ、アサガオ等の栽培をして

緑のカーテンに取り組む体験学習をと思います。また、一般の家庭、事業所、学校、庁舎

等の公共施設に普及させ、皆で地球の温暖化を考えていくことが大切と考えますが、見解

をお伺いいたします。 

 次に、エコ・アクション・ポイント事業の取り組みについて、お伺いいたします。 

 環境省では家庭部門の温室効果ガスを削減するため、国民に身近でわかりやすい形で一

人ひとりの取り組みを促すエコ・アクション・ポイント事業を推進しております。エコ・

アクション・ポイントとは、温室効果ガス削減に効果のある製品（省エネ型製品や設備等）

や、サービスの購入、省エネ行動などを消費者が行った際に、経済的インセンティブを与

え、環境に配慮した行動を促すためにポイントを付与する仕組みでございます。 

 北海道富良野市のエコポイント事業の取り組みがインターネットに出ておりました。紹

介しますと、市民、事業者、市が協働して環境保全、創出に取り組むため、平成１５年１

月に設立された富良野市民環境会議を中心に、富良野市商工観光室、富良野商工会議所、

山部商工会、富良野観光協会で構成するふらのeco・ひいきカード会が行っております。 

 特徴は、富良野市民、観光客を対象にした地域ぐるみのエコポイント事業でございます。

省エネ商品サービスの購入、利用、または省エネ行動をすることによってポイントがたま

っていくというものです。 

 ポイント付与の内容は、各店で設定されております。商店ではエコ商品の購入やレジ袋

の辞退、飲食店ではマイはしの持参、ホテルでは連泊の際のベッドメーキングをなしにす

ることや、洗面道具の持参、公共交通機関としてフェリーやバスの利用となっております。 

 地球温暖化を防止するための京都議定書の約束期間が２００８年より始まりました。日
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本は京都議定書で２０１２年までに１９９２年比で６％の温室ガス削減を約束しておりま

す。しかしながら、２００６年度における我が国の温室効果ガスの排出量は、１９９０年

比で６．４％上回っており、温暖化対策をより一層強化する必要があります。エコ・アク

ション・ポイント事業は、市民運動として誰もが参加できる環境対策です。本市において

もこの事業を考えてはと思いますが、見解をお伺いいたします。 

 後に、学校給食における食育、地産地消、栄養教員の配置等についてお伺いいたしま

す。 

 ８月５日、農水省は２００７年度の食料自給率がカロリーベースで前年度に比べ１ポイ

ント上昇し、４０％を回復したと発表いたしました。米の消費拡大などによるもので、自

給率が上昇に転じたのは１３年ぶりとのことです。 

 公明党が今年６月１９日、食糧安全保障の確立を目指し、食料自給率の向上と需要拡大

のための提言をまとめ、対策を講ずるよう申し入れを行いました。また、食育の推進をマ

ニフェストに掲げ、推進してまいりました。 

 そして、２００５年６月には食育の理念と方向性を明記した食育基本法を設立に導くこ

とができました。この基本法に基づき、国は５年間の食育推進基本計画を策定・実施して

おります。 

 具体的には、朝食をとらない小学生をゼロにすることや、学校給食での地場産業の使用

を全国平均２１％から３０％にすることなどを目標に掲げております。全国的に早寝・早

起き・朝ごはん運動も展開中でございますが、本市の朝食欠食率はどのぐらいでしょうか。

また、地場産業の使用について前進しているのか、お伺いいたします。 

 次に、食育について栄養教諭を全校に配置して、食の習慣等を指導していくことは今後

必要となってまいります。岐阜県多治見市の小中学校では、早寝・早起き・朝ごはん運動

にプラス１を付けようと、「早寝・早起き・朝ごはん、朝ごはんにプラス１をしよう」をス

ローガンとした食育の学習を進めておられます。各学年ごとに食に関する学習を強化する

と共に、給食時間に栄養教諭によるミニ出前講座や、担任の一言指導、放送委員による献

立解説を行っております。また、地域に向けた食育通信の発行等も展開されております。 

 今年５月、アンケート調査をされ、朝食に主食と副食がそろっている児童は前年に比べ

２２％増の８６％となり、主食しか食べてこない児童が大幅に減少し、欠食の児童はわず

か１人だったとのことです。 

 先の通常国会で学校給食法が改正され、学校給食の目的が栄養改善から食育に大きくか
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じを切ることになりました。改正法では栄養教諭の役割を明確にし、食育の指導にあたる

ことになります。本市におきましても、食育を通して児童の健全な育成を図るためにも、

小中学校に栄養教諭の配置が必要と考えます。 

 以上、見解をお伺いいたします。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） 梶山議員の多重債務対策の強化についてのご質問に

ついてのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目の納税推進室における多重債務対策への取り組みにつきましては、効果的

な滞納税の徴収を行うためには、個々の滞納者の滞納理由を見極めた上で対応していくこ

とが必要となりますので、分割納付などの納税相談を行う際には滞納者からの聞き取りに

よりカウンセリングシートという記録表を作成をしております。この聞き取りの中では、

市税以外の債務についても質問をしております。多くの滞納者が一般債務を背負っている

という実態があり、納税相談を通じて滞納者が多重債務者であることが判明することがあ

ります。こういった場合には、本人の了解を得て速やかに市民生活相談室の相談員に連絡

をとり、多重債務への対応を相談してもらうよう窓口を紹介し、誘導しております。 

 このような連携した取り組みにより、消費者金融等から返還された過払い金を納税に充

てたものや、債務者の生活再建により、分納などの納税成約につながった成果がございま

す。 

 平成１９年度では、納税推進室を通じて１８件の多重債務の相談を紹介し、過払い金を

滞納税に充当したもの４件、分納成約につながったもの４件などの結果になっております。

今後も引き続いて連携して取り組むものでございます。 

 次に、２点目の給食費の滞納者につきましては、電話、面談等で納付相談を行っており

おます。借金の有無につきましては、積極的に聞くことはしておりませんが、本人からの

相談が出てきた場合につきましては、市民生活相談室に相談引き継ぎを行い、多重債務の

解決に向けた連携をとってまいりたいと考えております。 

 また、保育料につきましては、子どもの様子から家庭事情も把握しやすいことから、保

育料の未納が３カ月になったら在園児の場合には公私立とも園を通じて納付指導を行って

おります。特に、公立保育園は面談により保護者の経済状況も聞き取りながら、一括納付

や分納など、納付の仕方についてアドバイスをしています。 

 続きまして、３点目のネットワーク体制の取り組みですが、多重債務者対策の取り組み
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につきましては、市民生活相談室では被害者の掘り起こしと相談窓口への誘導、さらに債

務整理と生活再建へのアドバイスを各課との連携により推進しております。このような各

課連携をより確実なものとするため、多重債務対策連絡会議を年２回開催をし、各課の職

員が多重債務対策に必要な知識やスキルの向上を図っております。会議では、年度初めに

は過払い金返還請求や、生活再建に向けた各課連携の必要性について確認すると共に、２

回目には各課の取り組みの経過報告や課題等について、意見交換と、昨年は多重債務相談

のマニュアルの専門研修を実施したところでございます。 

 また、市役所全体の相談機能の強化を図るため、今年の５月に全職員を対象とした多重

債務問題の職員研修を開催をし、職員への多重債務への浸透を図ったものでございます。

このことから、多重債務対策連絡会議の開催につきましては、２回の開催でよいと考えて

おりますが、職員への浸透についてはなお一層進めていく必要があると考えております。 

 また、対応、成果につきましては、昨年度の消費生活相談５９１件のうち多重債務相談

が１３３件であり、このうち約３割が関係各課からの連携であることから、成果があらわ

れているものと考えています。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（林  克君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（岡野 勉君） それでは、梶山議員の地球温暖化対策の緑のカーテンの

普及についてのご質問にお答えをいたします。 

 厳しい夏の暑さ対策として、緑のカーテンは視覚的な清涼感だけでなく、カーテンの表

裏側の温度は約二、三度の差が出るとの情報もあります。一定の温度の低減を図る機能が

あるのではないかと認識をいたしております。この取り組みは、地球温暖化防止を考える

１つでもあると認識をいたしております。 

 議員のご質問にありますように、愛知県や近隣市、先ほど守山市の事例を挙げておられ

ましたが、守山市では多様な植物、アサガオとかツルムラサキ、あるいはプチトマト等で

緑のカーテンということでございます。そういう近隣市の事例等を参考にいたしまして、

また、市のＩＳＯ１４００１の運用手順書等も踏まえまして、まず公共施設での取り組み

について検討をしてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、地域の温暖化対策の有効な取り組みでありますので、検討・

実施後の成果を踏まえ、普及拡大にも図りたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（林  克君） まちづくり政策室政策監。 

○まちづくり政策室政策監（南 喜代志君） 梶山議員からご質問のございました３点目

の、エコ・アクション・ポイント事業の取り組みについてお答えをいたします。 

 議員からご提案いただいておりますエコ・アクション・ポイント事業につきましては、

消費者によります温暖化対策型の商品、サービスの購入や省エネ行動を経済的インセンテ

ィブを付与することにより誘導する仕組みであります。これは、環境省が家庭部門の温室

効果ガス削減モデルとして位置づけ、今年度ですが、全国型３事業、地域型９事業をモデ

ルとして採択をして、その普及を呼びかけている事業でございます。 

 野洲市でも平成１８年度に創設をいたしまして、今年で３年目を迎えます楽２エコ・ト

ライは、市民一人ひとりが容易に取り組めるシステムとして、今年度は約２，２００人の

参加を得ることができました。本市の楽２エコ・トライにつきましては、全国的にも注目

を集めております。 

 今年度末には３年間の取り組み成果を検証し、野洲版排出権取引制度の導入とか、ある

いは地域通貨との連動など、新たな仕組みを構築するための検討を重ねることとしており

ます。この２つの事業には、基準年より約３割増加しました家庭部門の温室効果ガス排出

量の抑制に視点を当てた事業としまして、内容や仕組みに共通する部分が多数ございます。

また一方で、幾つかの課題もございます。今後、エコ・アクション・ポイント事業の利点

を新たな楽２エコ・トライの仕組みに取り入れることによりまして、野洲市独自の地球温

暖化防止対策の実効性のある仕組みとして構築をしてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 梶山議員の４点目の、学校給食における食育、地産地消、栄養

教諭の配置についてのお答えをいたします。 

 本市の朝食欠食率は、平成２０年５月に学校教育課が行いました調査の結果では、市内

小学校の平均欠食率が０．６％、中学校は１．８％となっております。欠食防止のために、

６年生は家庭科の朝食に合うおかずをつくろうという授業の中で、朝食の大切さを学習し

ております。また、４年生は、栄養教諭と学校栄養職員が朝御飯の秘密を探ろうという学

級活動の中で、朝食の大切さを学習しています。 

 また、各学校では保護者あてのお便り等で朝食の必要性について啓発すると共に、早寝・

早起き・朝ごはん運動に取り組んでおります。 
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 次に、地場産物の使用について前進しているのかというご質問でございますけども、県

食育推進計画の中で、県内学校給食における地場産物、県内産ですが、を使用する割合を

食材ベースで現状、これは１９年の６月の時点でございますが、１５．５％から平成２３

年度には２５％にする計画を立てており、２０年６月の本市の調査では２０．８％で、１

９年度調査時より０．８％増加をしております。 

 また、重量ベースでは、４月から７月分で全量、市内産の米を除く野菜類では３１．８％

となっており、１９年度下期より０．５％増加しております。 

 次に、栄養教諭の全校配置についてですが、滋賀県では平成１８年度から栄養教諭の配

置が始まりました。平成１８年度に４名、平成１９年度に７名、平成２０年度に４名が採

用されまして、現在、県内に１５名の栄養教諭が配置されています。本市におきましても、

平成１９年度に栄養教諭が１名配置され、所属である野洲小学校を中心に、学校における

食育を進めているところでございます。 

 食に関する指導については、現在、各小中学校と給食センターが共同して食に関する指

導全体計画を作成し、計画的に指導を行っています。中でも、毎月１９日を食育の日とし、

各学校の実態を踏まえながら、実施計画に基づいて給食の時間や教科、学校行事の中で食

に関する指導を行っています。 

 また、学校給食を生きた教材として活用し、地場産物を学校給食に取り入れるなど、地

域の生産者とも連携しながら食育を進めています。 

 各学校の給食委員会では、献立説明を放送で行うなど、それぞれに取り組みが進められ

ています。今後も学校における食育の推進について、中心的な役割を果たす栄養教諭の配

置促進を県に強く要望してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（林  克君） 梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の多重債務対策でございますが、１点目の納税推進室での体制につきまし

て、体制づくりをすべきではないかということで質問させていただいたんですけども、こ

う取り組んでいるという中身の相談というか、報告だったように思いますが、今の取り組

みを伺っておりますと、ある意味では行き当たりばったりと、ちょっと言葉が悪いかもわ

かりませんが、その都度対応をされているというふうな感じに受けとめているんですが、

個々の嘱託職員の方たちは、本当に大変な中を、大変な思いでご苦労いただきながら収納
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には努力していただいていることは、もう十分にわかっております。そんな中で、対話の

力量で借金の有無等を聞き出していただきながら、相談員等を結び付けていただいている

と思いますが、やはり税を納めるそういうところの、税を回収するという部署での、やっ

ぱりその部署としてのきちっとした計画を立てて、計画がきちっと、年間遂行できている

のかということを計画を立てていく必要があると、私は感じます。 

 例えば、年間計画、月間計画で、現在の滞納者数ですね、さまざまな税の滞納があると

思いますが、そういう対象者の中から今年度は何人当たって、何名から回収し、そして多

重債務者を何名発見して、掘り起こして解決に結び、生活再建へと結び付けていくのか、

本当にそういう困っている方を納税推進室として、本当にたくさんの方を救っていったと

いう、そういう１つの計画を立てることが、体制づくりが必要と思います。そういう点、

ちょっと再度お聞きしたいと思います。 

 それと、今年に入りましてどのぐらい訪問されて、どれだけそういう掘り起こしができ

たのか、その辺も聞かせていただきたいと思います。連携に結び付けていったのかという

ことですね、それも聞かせていただきたいと思います。 

 それから、２点目の学校教育課と消費生活相談室とのネットワークなんですけども、相

談員への連携の件なんですけども、ちょっと伺っておりましたら、先ほども連動している

ところは、借金の有無は聞いていないという答弁でございました。でも、それは聞かない

とわからないし、本人から要望がありましたら連携するという、なかなか借金というのは、

私はこれだけ借金しています、困っているんですということは、なかなか言えないと思う

んです。それを何とか、給食費さえも払えないという、そこに大きな、子どもたちを本当

に成長させていかなければいけない、本当に今日の質問にも給食費の滞納をどうして解消

するんだという、本当に子どもに対して申しわけないんじゃないかという、朝から質問が

ありましたけども、全く思いは同感なんですけれども、ただ回収、回収と、回収すること

ばかり考えていくと、本当に滞納していない人は被害者のような感じになってきます。し

かし、こういった三百数件の給食費滞納者に対して何で払えないのかという、そこの原因

をしっかりと対話、カウンセリングの中で発見して、本当に本心を聞き出してあげる、実

はもうこんなに借金して、給食費まで回らないんですと。そういうところから、じゃ、借

金の整理を先にやっていきましょうという、そういう本当に慈悲の対話というんですか、

その人を救っていこうという、給食費さえ払えない保護者を何としても払えるような家庭

にしてあげよう、そして子どもたちにも安心してあげようという、そういう本当に心から
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の愛情というのか、幸せを願う思いでの関わり方が大事ではないかという、けさ答弁聞い

ておりましたら、もう取り立て、取り立てみたいな感じに本当に受け取れました。やはり

悪質滞納者も、払えるけれども払わないという方は悪質だと思うんですども、本当に心か

ら言うに言えない借金で困っているという、そういう本当に実情を抱えている方もあるか

と思うんです。そういう方の掘り起こしを、せっかくこのネットワークのこういった体制

ができておりますので、各課が上がっておりますが、やはりここが市民生活相談室との連

携、双方向のやりとりで解決していこうという、この多重債務の取り組みをされているわ

けですから、やはりそれぞれの手数料とか保育料とか税に関する課の方たちは、やはりそ

ういう借金の掘り起こしに力を付けていただいて取り組んでいただきたいというふうに思

うんです。そういう点、もう一度学校教育課としてそういうカウンセリング体制ができる

のかどうか、再度お伺いさせていただきます。 

 それから、年２回の研修で十分だということですけども、私もこのスケジュール、見せ

ていただきました。平成１９年度の取り組み経過が、１９年度は５月１日に第１回多重債

務者対策連絡調整会議でそれぞれの項目、第２回目１２月１４日に多重債務についての経

過説明とか各課の取り組みとか、マニュアルの説明等ということで、どういった内容まで

かはちょっと聞いていないんですけども、この２回の研修で十分市民への対応が、きちっ

と相手に合わせた対応ができて、そういった借金の掘り起こしができているのかどうかと

いう部分で、今の職員の担当者でやっぱり配置替えも年度、年度ありますし、そういった

体制づくりを本当にこのことに対してはプロだと言われるような、ある意味ではロールプ

レイング等を実際体験しながら、そこをまた相談員の方から指導をいただきながら、ただ

単なる説明だけでは、いざそういう方があらわれても、なかなかそこまで持っていくこと

は難しいと思うんです。そういうことがきちっとできる体制づくりをしようと思えば、私

はこの年２回のこういった説明では不十分ではないかというふうに思うんですけども、そ

ういう点、再度お伺いしたいと思います。 

 それから、緑のカーテンとエコ・アクション・ポイント事業につきましては前向きな答

弁をいただきましたので、緑のカーテンは来年７月が来て暑い中で考えていただいても間

に合いませんので、５月ぐらいにはきちっとプランターに苗を植えるとか、そういったこ

とが実施できるような方向で、しっかりと実現できるように取り組んでいただきたいと思

います。あちらこちらにも緑のカーテンが来年は見えることを期待いたしております。 

 また、エコ・アクション・ポイント事業につきましては、富良野市のエコ・ポイントカ
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ードのエコ・カードというのは、環境省がモデル事業として推進するということで、非常

に注目を浴びておりますが、本当にこれは富良野市だからできる事業かもわかりませんけ

ども、商店などのエコ商品の購入とか、マイバッグとか、簡易包装についてはポイントを

付けるとか、飲食店など、マイはしの持参とか、また、飲食店で残さず全部完食していた

だいた方には、そのエコの関係でポイントを付けようとか、ホテル、旅館、ペンションに

おきましてはそういうベッドメーキングとか、洗面用具が持参のところは付けようとか、

また、公共機関の利用には付けようということで、今、たくさんの企業が参加してされて

おりますことが紹介されておりましたが、これは富良野市だからできる事業かもわかりま

せん。 

 先ほど答弁にありましたように、楽２エコ・トライについては、本当に全国から視察も

見えており、またそれを参考に取り組んでいるところもあります。このエコ・アクション・

ポイント事業につきましても、この楽２エコ・トライの仕組みの上にまた考えていくとい

うことですので、ぜひ野洲市ならではの取り組みを考えていただいて、また全国に発信し

ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。 

 それから、食育についてでございますが、朝食欠食率、私もちょっと質問してから資料

をいただいた形になりまして、ちょっと見せていただいておりました。小学校では３名の

方が「全く食べていない」という数字が出ております。「ときどき食べないことがある」と

いう方を入れると３％以上あるということをお聞きいたしました。 

 また、中学校では１．８％、８人の方が「全く朝食を食べていない」、「時々食べていな

い」、「時々食べる」という方を入れると５％ということで、かなり上がっているようです

けども、やはり朝の朝食によって頭脳の回転も全く違うし、集中力も違うというデータが

出ておりますので、やはりこれを朝食べる人を１００％、この３名の方がどうしてなかな

か食べられないのか、家庭の事情等はあると思うんですけども、１００％にぜひ持ってい

っていただきたいと思いますし、特に中学校、食べ盛りの生徒に対して８名の方が全く朝

食をとっていないということも大きな問題ではないかと思いますし、こういう方たちのフ

ォローはどのようにされているのか、再度お伺いさせていただきます。 

 次に、早寝・早起き・朝ごはん運動についてどのように意識づけをされているのか、再

度お伺いいたします。 

 それから、食育の計画がされておりますが、ちょっと拝見しておりますと、学校によっ

て栄養教諭による説明等、若干差があるように思いましたので、もう少し各小学校、平均
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して栄養教諭の方たちがまんべんなく格差のないように指導していただくということが大

事ではないかと思いますし、行き届かないところを栄養教諭１名ではなかなか十分な対応

ができないと思います。そういう足りない部分もどのような形でフォローされているのか、

再度お伺いさせていただきます。 

 また、中学校には食育指導がなされていないようですが、それもやっぱり中学校、大事

な時期ですので、しっかりとそういった授業も持つ必要があると思いますが、その辺の見

解もお伺いいたします。 

 栄養教諭の配置につきましては、県が１５名しかいないという中で全校に配置しろとい

うのは非常に無理ですし、予算もありますが、やはり今後、国も全校に栄養教諭を配置し

て、本当に食育を展開していこうということで考えておりますので、ぜひ強く要請してい

ただきたいと思いますので、これは要望しておきます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（林  克君） 総務部長。 

○総務部長（前田健司君） 梶山議員の再質問にお答えいたしたいと思います。３点ほど

いただいたと思います。まず、多重債務対策に関連いたしまして、まず体制づくりのご質

問でございます。 

 現在、納税推進室では職員が７名体制でおりまして、正規職員が４人、また嘱託職員が

３人という体制で臨んでおります。その中で、特に納税相談、あるいはこうした多重債務

者への相談につきましては、原則には地区割というんですか、担当の受け持つ区域を決め

ておりまして、原則的にはその７人が地区割で担当をしてもらっております。そうしたこ

とで納税相談にも臨んでいる状況でございます。 

 それから、先ほど答弁申しましたように、納税相談の際には滞納者の方からの聞き取り

ということで、カウンセリングシート、記録表でございますけども、これに基づきまして、

このすべての職員が統一した指導方針を持つ中で対応をさせていただいているという現状

でございます。 

 それから、年間計画を立てる必要があるのではないかというようなご質問でございまし

たが、現在、そうした滞納整理等々にあたるにつきましては、先ほど申し上げましたよう

に地区割で担当が訪問をしてもらっております。そうしたことで、一応訪問計画を立てま

して、計画的にそれぞれの地区割で決めた担当が、計画的に事前に電話なり、文書なり、

そしてまた呼び出しをさせていただくなりをしまして、そうしたことで一応計画的にはさ
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せていただいておる状況でございます。 

 それから、訪問して多重債務者への掘り起こしについてのお尋ねでございましたが、何

人つかんでおられるのかというようなご質問でございますが、これにつきましては、まず

は滞納者の状況を正確に把握をしていくことが肝要ではなかろうかというふうに考えてお

りますので、現在のところ、その正確な数値は把握をしていなのが現状でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育部長。 

○教育部長（東郷達雄君） それでは、私の方からは多重債務対策の中で学校給食負担金

等の滞納者のカウンセリングの関係でご質問がございましたので、お答えをしたいと思い

ます。 

 学校給食負担金等につきましては、電話や面接等の納付相談を行っておりますけども、

その中ではなかなか多重債務の関係を言っていただけないというのが現状でございますが、

給食負担金等の未納者につきましては、同時に税の滞納もされておられるケースが多く見

受けられますし、そういった方の中では既に税務課を通じて、中には市民生活相談室の方

が誘導も行われていると思います。 

 しかし今後、そういった納付指導時に多重債務の事案のお話があった場合には、市民生

活相談室の相談員に連絡をとりまして、対応窓口を紹介しまして誘導してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 教育長。 

○教育長（大堀義治君） 梶山議員の食育に関します再質問にお答えをいたします。 

 １つ目は、朝食欠食者へのフォローに関してだったと思いますが、朝食を食べてこない

児童・生徒につきましては、他の生徒も一緒ですけれども、健康観察を十分やりまして、

体調管理といいますか、そういうことに気を付けていると。 

 それから、これはもう家庭の協力がないと解決できないことですから、朝御飯の必要性

につきましては、子どもには給食指導や栄養指導を通しまして、それから保護者にも機会

をとらえまして啓発に努めていきたいと、このように思います。 

 それから２つ目、早寝・早起き・朝ごはんに関わりましてどういう指導をというような

ご質問であったと思いますが、健康な生活には早寝・早起き、食事などが、いわゆる規則

正しい生活のリズムをとることが大切でありますし、このことを保健の学習とか、あるい
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は学級活動などで日常的に指導を進めております。 

 しかし、早寝・早起きなどの、いわゆる基本的な生活習慣の育成というのは、これはも

う家庭教育が欠かせませんので、家庭の協力がどうしても必要だということから、保護者

にも研修などを通して啓発をしているところでございます。 

 それから、早寝・早起き・朝ごはん運動が県民運動であるということも周知し、夏休み

にはラジオ体操に出席することの意義も呼びかけておるところでございます。 

 それから、３つ目は、栄養教諭等による指導、中学校も含めてですが、そういうことだ

ったと思いますが、まず、先ほど答弁しましたように、本市には栄養教諭が１名勤務をし

ております。現在のところ、市内６小学校に給食指導をはじめ、栄養指導を計画的に実施

しておりますが、中学校まで時間的な余裕がないというのが実情でございます。 

 したがいまして、当面中学校におきましては学級担任が給食指導、それから家庭科の時

間に教員がその学習の中で食生活と栄養について指導をするということで対応をいたしま

すが、先ほどもありましたように、県へは栄養教諭の増員を強く要望してまいりたいと、

このように思います。 

 それから、学校間の格差の話だったと思うんですが、私の手持ちの資料では、栄養教諭

が各小学校で計画を立てまして、まんべんにと言いますか、食に関する指導をしておりま

す。 

 それから、教科では家庭科とか、あるいは保健体育ですね、それから生活科等で指導を

しておりますし、それから、給食センターだよりの発行とか、それから給食指導用の資料

でランチメッセージの作成でありますとか、あるいは生産者との連携でありますとか、そ

ういうような取り組みをしておるところでございますけれども、格差といいますか、差が

あるというようなことは、一度再点検をしていこうと、このように思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） 梶山議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 私の方からは、多重債務の連絡会議の２回では十分かというようなご質問でございまし

た。この会議につきましては、必ずしも２回ということでは限っておらないんですが、先

ほどお答え申した中では、ある程度要項の中では基本的には２回をベースに進めていこう

という思いでお答えを申し上げました。 

 今後、必要に応じて開催をしていきたいというふうに考えておりますし、先ほどこの会
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議内容についても事前に資料をもらっていただいた中で、昨年の２回目につきましては、

ここに金融庁が定めております多重債務マニュアルというものがあります。訪問の仕方と

か、応対の仕方ですね、また債務整理の具体的な部分というのができるだけわかりやすく

載っています。この部分についてもある意味では初めて研修もするということがあります

ので、この部分については一層職員に周知するなり、ロールプレイングというのか、そう

いうような形で学んでもいきたいと考えておりますし、今、全国でも消費生活相談という

のか、多重債務を受けて、野洲市も紹介を受けていまして、この中にも参考となる取り組

みとして鹿児島県の奄美市と滋賀県の野洲市、岩手県という３つの事例も載せていただい

ておりますので、一層これに応えるべく指導職員も取り組んでいかなければならない。 

 先ほど、人事異動等ということもありますので、今年全職員をやっぱりまず基本的なも

のを学んでいただこうということで、この５月に研修会を開催をいたしまして、専門の弁

護士の方に実態というのを学ばせていただきましたので、そういう意味ではいろんな内容

というのか、講師を招きながら、この会議とあわせまして、職員にも学んでいただける機

会を今後もふやしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

○議長（林  克君） 梶山幾世君。 

○３番（梶山幾世君） それでは 後に、市民生活相談室の取り組みについてだけ、ちょ

っと述べさせていただきたいと思います。 

 先ほど総務部長の答弁の中で、各地区割で訪問を嘱託職員の方がされているということ

で、そういった形で多分格差、その方の力量とか、いろいろあると思うんですけども、そ

の辺をしっかりと取りまとめてアドバイスされたりとか、そういった年間の目標に対して

そういう調整とかはどういう形でされているのか、足並みがきちっとそろっていて、各地

区地区によってきちっとそろってできているのかどうか、そういうことがちょっと今、地

区割ということを聞いて感じたんですけども、私は嘱託職員任せじゃなくて、やはりそれ

をしっかりと納税推進室の責任として、もっと具体的な方針を取りまとめていく体制づく

りが必要ではないかというふうに思います。ちょっとその辺の連携とか、きちっと取りま

とめておられるのか、再度お伺いしたいと思います。 

 今回の多重債務対策につきまして、私も何回か研修にも行かせていただき、我が相談員

の方の報告とかパネルディスカッションとかを聞かせていただき、本当に非常に野洲市が

注目を集めているということも経験しております。新聞にも年間たくさん報道されており

まして、８月にも６月１２日にはこの視察に見えました栃木県の下野新聞というところで、
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命をつなぐというところで相談員の方が大きく、滋賀の相談員の名前が書かれて紹介され

ております。本当に一歩踏み込む行政を野洲市はしているということで、大きくアピール

されておりました。 

 また、 近では８月２５日の毎日新聞、皆さんも見られたかと思いますが、「風知草」と

いうテーマで、「相談窓口から見た『消費者庁』」ということで、これは我が市の相談員に

金融庁がいろいろと現場の声ということで聞き取り調査もしており、また、私どもの相談

員が金融庁の方に出向いていろんな報告もされております。今回、消費者庁を設立するに

あたって、２８日ですか、野田聖子衆議院議員も我が市の相談体制の現場の声を聞いて設

立したいということで、頼りに見えて１時間懇談されたと聞いて、本当に１時間、しっか

りとお話を聞いて帰られたというふうに聞いておりおます。本当に全国紙に大きく野洲市

がいろんな形でアピールされておりますし、こういうことができるのも山﨑市長、もう１

０月で終わりですけども、山﨑市長が本当に市民一人ひとりの心から幸せを願っておられ

る思いをこの消費生活相談員に対して、もう絶大なる応援をされて、本当に全国各地で講

演しながら全国の多重債務で困っている人までも救っているというのが野洲市であるとい

うふうに、市議会の方の研修があるときに野洲市に行って勉強して、多くの我が市の市民

が助かりましたという声も聞いているんです。そういう意味では野洲市長が本当に一生懸

命市民のために築いてこられたこういったいい点を、本当によりさらに充実させていって

いただけるように、この多重債務相談、本当にすばらしい形でこういう体制づくりがつく

られております。 

 しかし各課、また各支援センターですね、社会福祉協議会とか、ここに載っているとこ

ろがきちっと対応して動かなかったら、これもやはり体制づくりが形だけになってきます

ので、部分的にはたくさん連携されているところと、税務課とか保険年金課とか、本当に

連携されているところはたくさんあるようですけども、まだ部署によっては全然連携がと

れていないところもあるように聞いておりますので、ぜひこのネットワークを活用した多

重債務相談窓口の取り組み、さらなる充実をしていただくことを希望いたしまして、私の

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（林  克君） 総務部長。 

○総務部長（前田健司君） 梶山議員の再々質問にお答えをいたしたいと思います。 

 地区担当制で臨んでいるが、職員間においての格差というものがある意味見受けられる

ということで、その調整をどのようにされておるのかというようなご質問だったと思いま
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す。これにつきましては先ほども申し上げましたように、当然この納税相談なり滞納整理

に関しましては、先ほど申しましたようなカウンセリングシート、こうしたものを用いて

臨んでおるわけですが、当然すべての職員が統一した指導方針というのをきちっとやはり

身に付け、また持つことがこれは肝要なことだと思っております。 

 そうした中で、毎日納税推進室の中では室長を中心といたしまして、毎朝ミーティング

を実施をしておりまして、そうしたことのレベルの均一化、向上を図るように指導をして

いるところでございますので、また、そうしたことが仮に起こった場合、必要な場合は他

の職員が応援に回るとか、協力をしながら対応させていただいている状況でございますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、お答えをさせていただきます。 

○議長（林  克君） 次に、通告第１１号、第２０番、田中栄太郎君。 

○２０番（田中栄太郎君） 質問に入る前に、山﨑市長と対面して一般質問をするのは

後かなという思いをしております。山﨑市長におかれましては、昭和２８年、野洲町の職

員として勤められ、また昭和５９年にはその当時の宇野勝町長の補佐役として、助役とし

て務められてこられました。その後、宇野勝町長が平成７年退任にあたり、後継者として

今の山﨑市長を指名され、住民の信任を受けられ、今日まで来られたわけでございます。 

 町長になられてその間、今日まで平成の合併という大きな課題を抱えながら、中主町、

野洲町の合併が１６年でしたか、成立いたしまして、大きな市としてスタートしてまいっ

たわけでございます。その当初の市長として信任を得られ、今日までいろいろその課題解

決に向けこられたわけでございます。そういったいろいろの時代の経過と共に、皆さんの

負託に応えてこられたと、行政マンとして非常に敬意を表する次第でございます。 

 これは、誰もがこのような長い務めができるものではございませんが、今後、市長にお

かれましては十分健康に留意されまして、地域発展のためにご尽力を賜りますようお願い

いたしまして、本題の一般質問に入らせていただきます。 

 それでは、私は高齢化率の格差について質問をさせていただきます。 

 高齢化率の格差といいますと、もう格差の高いところの抑制についての質問でございま

す。社会経済の進展に伴い、少子高齢化、核家族化の進行や社会情勢の変化に伴い、社会

経済の持続的な発展への影響が懸念されています。そのため、今日においては高齢者関係

の施策に加え、雇用対策や子育て支援など、現役世代を対象とした施策の充実を求められ

ている状況であります。 
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 ２００８年厚生労働白書によりますと、将来の予測では２０５５年には現在１億２，７

００万人余りの人口が９，０００万人弱で、出生率が１．２６と本格的な少子高齢化の時

代がやってくると発表されました。そうなってきますと、暮らしを支える家計も所得の格

差の拡大が生じてくることも予想され、それらは高齢者が も大きな要因であると言われ

ています。今後、少子高齢化が進むにつれて、さまざまな形で格差が生まれてくるのでは

ないかと、懸念いたしております。 

 そこで、私は９月１５日敬老の日にちなんで、自治会別の高齢化率の現状を検証いたし

ましたところ、格差が見受けられ、自治会によっては今後格差が進んでいくことも予測さ

れ、ともすれば自治会の機能が低下してしまうことも考えられます。本市としてどのよう

な方策を考えておられるのか、解消に向けての見解をお伺いいたします。 

○議長（林  克君） 市民健康福祉部長。 

○市民健康福祉部長（新庄敏雅君） 田中議員の高齢化率の格差についてのご質問にお答

えを申し上げます。 

 野洲市における平成２０年４月１日現在の高齢化率は１８．４％でございます。高齢化

率の高い自治会では長島、北櫻、入町などが３０％を超えております。 

 一方、高齢化率の低い自治会につきましては、アルティプラザ野洲、レックス・フェス

タ、みすいでんなどが５％を切っているというところでございます。自治会間での格差が

また見られるものでございます。 

 議員ご指摘のように、高齢化率の高い自治会におきましては、防災の対策面、また防犯

活動への取り組み、あるいはひとり暮らし高齢者や高齢世帯の増加によりまして、自治会

活動、また地域福祉活動の中心となる役員が、その担い手が不足するなど、懸念がされて

いるものでございます。 

 このようなことから、自助である住民自らの自立への努力、共助である住民相互の支え

合い、さらには公助である公的サービス等が相まって、自助・共助・公助の考え方に基づ

く地域福祉のまちづくりが重要なこととなってきております。 

 野洲市では、市民、また市民活動団体との連携により、協働のまちづくりを推進してお

ります。一例を申し上げますと、近江富士団地においては市民活動団体のひまわり会が高

齢者と地域の人々、子どもたちもあわせて、交流の場のサロンを開催をされます。地域で

共に支え合うという取り組みが広がりまして、魅力ある地域づくりに大きな成果を上げて

おられるところでございます。 
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 高齢化が進む中、若者も地域、自治会から、どうしても核家族化の流れでどうしても転

出するというそういう中に、これからやっぱり協働のまちづくりの推進を進めると共に、

少子化対策を進めることで安心して子どもを産み育てられる地域づくり、また、まちを活

性化することによりまして、若者がいつまでも住み続けたいと思うような活力のあるまち

づくりを市民の皆様の知恵と力を合わせまして、進めていかなければならないと考えてお

ります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（林  克君） 田中栄太郎君。 

○２０番（田中栄太郎君） ただいまの回答をいただきました。私は、高齢化率の格差の

解消の答えではなかったのかなというような思いをしております。老齢者の施策をお聞き

をしておるのではありません。私の考えといたしましては、高齢化率の高い自治会は、ほ

とんど都市計画法に定められている市街化調整区域という土地利用の規制がかかっており

まして、例えば、空き家利用は誰でも居住できますけども、その空き家を解体して更地に

した場合、限定されておるということが弊害ではなかろうか。それを解消するためには土

地利用の規制緩和なり、また、特例等を設けることによって活性化が生まれてくると思い

ますが、その点はどうか。 

 また、老人福祉の観点ではなく、側面から支援も考えて進めていかなくては、これは抑

制されることはできません。よって、市全体としてもそういう都市計画法の枠、網がかか

っておる、そしてまたそれ以上に若者が市全体として、ただいま申されましたように、住

みやすい環境づくりが一番必要ではないかと思いますが、再度お答えをお願いいたします。 

○議長（林  克君） 都市建設部長。 

○都市建設部長（堤 文男君） ただいま、田中議員の方から高齢化率の高い自治会への

対策として、土地利用の規制緩和についてのお話がございましたので、所管部としてお答

えをさせていただきます。 

 本市におきます高齢化率の高い自治会といいますのは、先ほどもお話のありましたよう

に、市街化調整区域となっている自治会がほとんどでございます。市街化調整区域につき

ましては都市計画法により市街化を抑制するための土地利用の規制がされておるというこ

とは十分ご承知かと思いますけれども、しかしながら、ただいま田中議員のご指摘のとお

り、高齢化の解消に向けた対策の観点から見ますと、土地利用の規制緩和も市街化調整区

域の自治会等を活性化するという面では有効と考えております。 



 －211－

 ご提案いただきました件につきましては、県の開発許可基準検討委員会などの意見交換

の場もございますので、今後市としてもそういった規制緩和についても提案をいたしまし

て、また県を通して国の方にもそういった高齢化の対策として要望をしていただくように

働きかけてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（林  克君） 田中栄太郎君。 

○２０番（田中栄太郎君） いつかちょっと忘れましたけども、新聞紙上にも書かれてお

りました。ちょっとどこか地域は忘れましたけども、過疎化になって、おばあさん、おじ

いさんが住んで、野良猫が物すごく住んできたと。野良猫と一緒に生活しないとならん。

野良猫がはびこってきたというようなことも書かれておりました。これは現実のことでも

ございました。 

 そういったことで、ふるさとが荒れ果てればこの国は滅びると言われていますように、

野洲市がなくなることも、１つの自治体がなくなることも予測されます。そういったこと

から即効性はないけども、やはり今から国、県等にその解消に向けての取り組みをしてい

ただくよう、また、やっぱり毎年その高齢化率を検証しながら手だてを早く打つというこ

とも肝心ではなかろうかなという思いをしております。そういうことから、ひとつ今後そ

の解消に向けて国、県に要望をしていただき、一日でも早く若い方が住んでいただき、地

域の活性化に向くようひとつお願いいたしまして、要望としておきます。 

 以上です。 

○議長（林  克君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにてとどめ、延会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（林  克君） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに

決定いたしました。 

 明６日及び７日は、会議規則第１０条第１項の規定に基づき休会であります。なお、８

日には午前９時より本会議を再開し、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて延会いたします。ご苦労さまでした。（午後４時１８分 延会） 
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